
県庁 WAN パソコン等一式（賃貸借）

入札申請関係書類

① 一般競争入札参加申込書兼競争入札参加資格確認申請書

② 入札公告（写し）

③ 入札説明書

④ 仕様書

⑤ 仕様確認申込書・入札用機器内訳書

⑥ 仕様に関する質問書

⑦ 入札書

⑧ 見積書（入札不調時協議用）

⑨ 委任状

⑩ 入札の注意事項

⑪ 提出書類の注意事項

⑫ 契約書（ひな型）

⑬ 誓約書（適正な労働条件の確保・暴力団排除条例）

⑭ 誓約書（様式８）

○参加申込書の代表者名欄に記入した者以外の者が入札する場合は、入札当日に

参加し、権限を行使する者を参加申込書に記入ください。

○入札書の押印廃止に伴い、入札会場にて顔写真付公的書類の提示をいただくこ

とにより本人確認を行います。

○本人確認ができない場合には入札参加を認めませんのでご注意ください。

（下記のうち、どれか１つを持参ください）

１ 運転免許証

２ 運転経歴証明書（平成 24 年４月１日以降交付のもの）

３ 旅券（パスポート）

４ 個人番号カード（マイナンバーカード）

５ 在留カード・特別永住証明書

６ 官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳（身体障害者手帳など）

７ その他官公庁から発行・発給された書類で、その官公庁が顔写真を貼付したもの

＜ 担 当 ＞

兵庫県出納局物品管理課 物品班 永嶺

〒６５０－８５６７

神戸市中央区下山手通５丁目 10 番１号

電話（078）341－7711 内線 75783



様式第２号

一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書

兼 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書

令 和 年 月 日

契約担当者

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 様

所 在 地

商号又は名称

代 表 者 名

電 話 番 号

メールアドレス

公告のあった下記調達に係る一般競争入札に参加する資格について確認されたく、

確認書類を添えて入札申込みします。

なお、地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと及

び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

記

１ 入札件名 県庁 WAN パソコン等一式（賃貸借）

２ 確認書類 物品関係入札参加資格審査結果通知書（写し）

３ 本件入札に当日参加し、権限を行使する者を以下のとおり届け出ます。

所属部署名： 職・氏名：

※下記枠内は記入しないでください

４ 連絡先（担当者）

所 属： 電 話： － －

氏 名： ＦＡＸ： － －

執行者 立会人 確認書類



県公報原稿フォーマット

入札公告

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。

令和８年２月24日

契約担当者

兵庫県知事 齋 藤 元 彦

１ 調達内容

(1) 調達物品及び数量

県庁ＷＡＮパソコン等一式（賃貸借）

(2) 調達物品の特質等

調達物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。

(3) 賃貸借期間

令和８年11月１日（日）から令和14年10月31日（日）まで（72箇月）

(4) 納入場所

兵庫県本庁舎及び地方機関他 計290箇所（詳細は仕様書のとおり）

(5) 入札方法

上記(1)の物品について入札に付する。

落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額（月額）

の110分の100に相当する金額で入札すること。

２ 一般競争入札参加資格

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定され

た者であること。

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。

(3) 参加申込みの期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けてい

ない者であること。

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。

３ 入札の参加申込み及び入札の方法等

入札は、書面又は電子によるものとし、参加申込方法等については次のとおりとする。

(1) 書面による入札

ア 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所並びに問合せ先

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号

兵庫県出納局物品管理課 担当 永嶺

電話（078）341－7711 内線75783 ＦＡＸ（078）362－3928

イ 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、契約条項を示す期間並びに入札説明書の交

付期間

令和８年２月24日（火）から同年３月10日（火）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県

条例第15号）第２条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。）の午前９時から

午後４時まで（正午から午後１時までを除く。）

ウ 入札の日時及び場所

令和８年４月６日（月）午後２時30分 兵庫県庁１号館１階入札室

エ 入札書の提出期限

上記ウの入札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による信書

の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第

９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。）による

入札については、令和８年４月３日（金）午後５時までに上記アの場所に必着のこと。



県公報原稿フォーマット

(2) 電子による入札

兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）の利用による入札（以下「電子

入札」という。）及び開札手続を行うものとし、この場合は以下によること。

ア 参加申込みの期間

令和８年２月24日（火）から同年３月10日（火）まで（県の休日を除く。）の午前９時から午後８時

まで（ただし、令和８年３月10日（火）は午後４時までとする。）

イ 入札の日時

令和８年３月30日（月）午後５時から同年４月６日（月）午後２時30分まで（県の休日を除く。）

ウ 開札日時及び場所は上記(1)ウに同じ

４ 仕様確認等

(1) この一般競争入札に参加を希望する者は、入札しようとする物品の仕様書との適合性について、次によ

り必ず確認を受けること。

ア 受付期間

令和８年２月25日（水）から同年３月23日（月）まで（県の休日を除く。）の午前９時から午後４時ま

で（持参の場合は、正午から午後１時までを除く。）

なお、電子入札システムによる場合は、令和８年２月25日（水）から同年３月10日（火）（県の休日を

除く。）の午前９時から午後８時まで（ただし、令和８年３月10日（火）は午後４時までとする。）の間

に提出すること。

イ 受付場所

上記３(1)アに同じ

ウ 提出書類

仕様確認申込書及びカタログ等の仕様が確認できる書類

エ 提出方法

電子入札システム、持参又はＦＡＸにより提出すること。

オ 確認の結果

令和８年３月30日（月）午後５時までに通知する。

(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記(1)ウの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。

(3) 入札者は、上記(1)オで認められた物品で入札すること。

５ その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金

契約希望金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額に契約期間72箇月を乗じた額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。））の100分の５以上の

額の入札保証金を令和８年４月２日（木）正午までに納付しなければならない。ただし、保険会社との間

に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出する

こと。

(3) 契約保証金

契約金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額に契約期間72箇月を乗じた額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。））の100分の10以上の額の

契約保証金を契約締結日までに納付しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする

履行保証保険契約を締結しその保険証書を契約保証金に代えて提出する場合、「誓約書（契約保証金の免除

についての誓約書）」を提出する場合、契約金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た

額に契約期間72箇月を乗じた額）が200万円以下の場合等は、契約保証金を免除する。

(4) 入札に関する条件

ア 入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参、郵送等により行うか、又は電子入札をすること。

イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに納付されている

こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が令和８年４月22日

（水）まであること。



県公報原稿フォーマット

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。

カ 入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札内容が分明であること。

なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名があること（電子入札を除く。）。

キ 代理人が入札する場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。

なお、電子入札の場合は、事前に承認された代理人に限る。

ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと（電子入札を除く。）。

ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者

(ｲ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反して無効となった者以外の者

コ この入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能であること。

(5) 入札の無効

本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類

に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

(6) 契約書作成の要否

要作成

(7) 落札者の決定方法

入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和39年兵

庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な

入札を行った者を落札者とする。

(8) その他

詳細は、入札説明書による。

６ Summary for the Notice of General Competitive Tendering

(1) Name and title of head of the procuring entity:

Motohiko Saito, Governor of Hyogo Prefecture

(2) Nature of quantity of the product to be procured:

1 set of personal computers for the Hyogo Prefectural Government WAN (leasing contract)

(3) Lease period: November 1, 2026 - October 31, 2032

(4) Delivery location:

Hyogo Prefectural Government Office Buildings and designated places (290 locations)

(5) Deadline for the submission of tender application forms:

16:00 March 10, 2026

(6) Deadline for tender:

14:30 April 6, 2026 by direct delivery, electronic bidding system

17:00 April 3, 2026 by mail

(7) Person to contact concerning the Notice:

Ms. Nagamine, Personnel and Procurement Division, Treasury Bureau, Hyogo Prefectural Government

5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-8567

TEL (078)341-7711 extension 75783



 

入 札 説 明 書 
 

県庁WANパソコン等一式（賃貸借）の調達に係る一般競争入札（以下「入札」という。）の実施について

は、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

１ 入札に付する事項 

（１）件名及び数量 

県庁WANパソコン等一式 （賃貸借） 

（２）調達物品の規格、品質、性能等 

別添仕様書のとおり 

（３）調達物品の条件等 

別添仕様書のとおり 

（４）賃貸借期間 

令和８年11月１日（日）から令和14年10月31日（日）まで（72箇月） 

（５）納入場所 

兵庫県本庁舎及び地方機関他 計290箇所（詳細は仕様書のとおり） 

２ 入札参加資格 

入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしていることについて、契約担当者による確認を

受けた者であること。 

（１）物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者

名簿（以下「名簿」という。）に登録されている者であること。 

ただし、名簿に登録されていない者で、入札参加を希望し物品関係入札参加資格者の認定を求める

場合は、令和８年３月10日（火）午後４時までに、所定の物品関係入札参加資格審査申請書に関係書

類を添えて４（１）イに記載する受付場所へ持参して、入札参加資格の随時審査を受けること。 

（２）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基

準による資格制限を受けていない者であること。 

（３）一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（別紙様式第２号。以下「申込書」という。）の

提出期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止（以下「指名停止」

という。）を受けていない者であること。 

（４）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成 11年

法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 

３ 入札参加の申込み 

（１）提出場所 

兵庫県出納局物品管理課（兵庫県神戸市中央区下山手通５―10―１） 

電話番号（078）341―7711（内線75783） 

（２）提出期間 

令和８年２月24日（火）から同年３月10日（火）まで（持参の場合は兵庫県の休日を定める条例（平

成元年兵庫県条例第 15号）第２条第 1項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。）

の毎日午前９時から午後４時まで（持参の場合は正午から午後１時までを除く。） 

また、兵庫県電子入札共同運営システム（以下、電子入札システムという。）は、上記期間の毎日午

前９時から午後８時まで（県の休日を除く。）利用できる。（ただし、令和８年３月10日（火）は午後

４時までとする。） 

（３）提出書類 

  ア 申込書を作成のうえ前記（１）に直接持参又は郵送すること。なお、電子入札システム利用者に



ついては、同システムにより申請を行うこと。 

  イ 前記２（１）の事実を確認するため、県が登録時に送付した「物品関係入札参加資格審査結果通

知書」の写しを申込書に添付すること。 

（４）入札参加資格の確認 

ア 入札に参加できる者の確認基準日は、前記（２）の最終日とする。 

イ 入札参加資格の有無については、提出のあった申込み及び関係書類に基づいて確認し、その結果

を令和８年３月17日（火）までに申込者に電子入札システム又は文書（一般競争入札参加資格確認

通知書）により通知する。 

そのため、返信用封筒（定型長３）を入札参加申込書に添えて提出すること。 

返信用封筒には、110円切手を貼付し、返信先の住所を記載しておくこと。 

    なお、電子入札システム利用者については、同システムにより通知を行うため、返信用封筒は不

要とする。 

ウ 一般競争入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、次により書面（様式は任意）

を持参し、契約担当者に対して説明を求めることができる。 

（ア）提出期間 

令和８年３月18日（水）から同月25日（水）まで（県の休日を除く。）の午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時までを除く。） 

（イ）提出場所 

（１）に同じ。 

（ウ）回答 

説明を求めた者に対し、令和８年３月30日（月）までに書面により回答する。 

（５）その他 

ア 申込書、関係書類の作成及び提出に係る費用は、申込者の負担とする。 

イ 提出された申込書及び関係書類は、入札参加資格の確認以外には、申込者に無断で使用しない。 

ウ 提出された申込書及び関係書類は、返却しない。 

エ 申込書の提出期限日の翌日以降は、申込書及び関係書類の差し替え又は再提出は認めない。 

 

４ 仕様確認及び仕様書等に関する質問 

（１）入札に参加を希望する者は、入札しようとする物品の仕様書との適合性について、次により必ず確

認を受けること。 

また、仕様書等交付書類に関して質問がある場合は、次により質問書（様式は任意。）を提出するこ

と。 

ア 受付期間 

令和８年２月25日（水）から同年３月23日（月）まで（持参の場合は県の休日を除く。）の毎日午

前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。）の間に提出すること。 

    電子入札システムによる場合は、令和８年２月25日（水）から同年３月10日（火）までの毎日午

前９時から午後８時まで（県の休日を除く。また、令和８年３月10日（火）は午後４時までとする。）

の間に提出すること。 

イ 受付場所 

    兵庫県出納局物品管理課（兵庫県神戸市中央区下山手通５－10－１） 

    電話番号 078-341-7711（内線75783） 

ウ 提出書類 

（ア）仕様確認 

     仕様確認申込書及びカタログ等の仕様を満たしていることが確認できる書類 

  （イ）質問 

     様式は任意 



エ 提出方法 

    電子入札システム、持参又はＦＡＸにより提出すること。 

オ 確認の結果 

    令和８年３月30日（月）午後５時までに、入札者に通知する。 

（２）入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記（１）ウの提出書類に関し説明を

求められた場合は、それに応じること。 

（３）入札者は、上記（１）オにより承認された物品で入札すること。 

（４）質問の回答書は、次のとおり閲覧に供する。 

ア 閲覧期間 

令和８年３月30日（月）から同年４月３日（金）までの毎日午前９時から午後４時まで（正午か

ら午後１時までを除く。） 

イ 閲覧場所 前記３（１）に同じ。 

 

５ 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 

６ 契約条項を示す場所及び日時 

兵庫県出納局物品管理課 

令和８年２月24日（火）から同年３月10日（火）まで（県の休日を除く。）の毎日午前９時から午後４

時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 

７ 入札・開札の場所及び日時 

（１）場所 兵庫県庁１号館１階入札室 

（２）日時 令和８年４月６日（月）午後２時30分 

（３）前記３（４）イの一般競争入札参加資格確認通知書の写しを当日持参すること。（電子入札システ 

ム利用による入札（以下「電子入札」という。）の場合を除く。） 

 

８ 入札書の提出方法 

入札書は、参加申込書の代表者名欄に記入した者または権限を行使する者として届け出た者が作成し、

入札日時に入札箱に投入すること。ただし、郵便（書留郵便に限る。）又は民間事業者による信書の送達

に関する法律（平成 14年法律第 99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項

に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。）による場合

は、入札書を封筒に入れて密封の上、その封皮に「入札書」と表記のうえ、宛て名及び入札物件等を記

入し、令和８年４月３日（金）午後５時までに前記４（１）イの場所に必着すること。 

電子入札の場合は、令和８年３月30日（月）午後５時から同年４月６日（月）午後２時30分まで（県

の休日を除く。）に入札を行うこと。（電子入札は午前９時から午後８時までの間利用可能。） 

 

９ 入札書の作成方法 

（１）入札書は日本語で記載し、金額については日本国通貨とし、アラビア数字で表示すること。 

（２）入札書は所定の別紙様式によること。 

（３）入札書の記載に当たっては、次の点に留意すること。 

ア 件名は、前記１（１）に示した件名とする。 

イ 年月日は、入札書の提出日とする。 

ウ 入札者の氏名は、法人にあっては法人の名称又は商号及び代表者の氏名とする。 

エ 代理人が入札する場合は、入札者の氏名並びに当該代理人の氏名があること。 

（４）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する額を加算した



金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約希望金額（月額）の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 

万一誤って記載したときは、新しい入札書を使用すること。 

（５）入札執行回数は、２回を限度とする。 

（６）一度提出した入札書は、これを書換え、引換え又は撤回することはできない。 

（７）電子入札の場合については、電子入札システムにより入札を行うこと。 

   入札書の記載方法等は上記（１）から（６）を準用する。 

 

10 入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金 

契約希望金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額に契約期間72箇月を乗じ

た額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。））の 100

分の５以上の額の入札保証金を令和８年４月２日（木）正午までに納付しなければならない。ただし、

保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証

金に代えて提出すること。 

保険期間は本件入札の参加申込後で、令和８年４月２日（木）以前の任意の日を開始日とし、令和

８年４月22日（水）以降を終了日とすること。 

入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が、契約希望金額（入札金額に消費税及び地方消費税

相当額を加算して得た額に契約期間72箇月を乗じた額）の 100分の５未満であるときは、当該入札は

無効となるので注意すること。 

（２）契約保証金 

契約金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額に契約期間72箇月を乗じた額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。））の 100 分の

10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納付しなければならない。ただし、保険会社との間に県

を被保険者とする履行保証保険契約を締結しその保険証書を契約保証金に代えて提出する場合、「誓

約書（契約保証金の免除についての誓約書）」を提出する場合、契約金額（入札金額に消費税及び地

方消費税相当額を加算して得た額に契約期間72箇月を乗じた額）が 200万円以下の場合等は、契約保

証金を免除する。 

 

11 開札 

開札は、入札執行後直ちに、入札者又はその代理人を立ち会わせて行い、入札者又はその代理人が立

ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 

 

12 無効とする入札 

（１）前記２の入札参加資格がない者のした入札、仕様確認において承認された物品以外での入札、申込

み又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とす

る。 

（２）入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において資格制限期間中にある者、

指名停止中である者等前記２に掲げる入札参加資格のない者のした入札は無効とする。 

（３）無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取消す。 

 

13 落札者の決定方法 

（１） 前記１の物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和 39年兵庫県

規則第 31号）第 85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって

有効な入札を行ったものを落札者とする。ただし、政令 167条の 10第１項の規定に該当するとき



は、最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合がある。 

（注）予定価格には次の費用を含む。 

① 入札物品の監督及び検査を受けるために要する費用 

② 入札物品の納入に伴う包装、梱包及び輸送に要する費用 

③ 入札物品にかかる関税及びその他輸入課徴金の経費 

（２）落札者となるべき同価の入札をした者が２者以上ある場合は、くじによって落札者を決定すること

とし、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを引くことを辞退することはできない。 

なお、入札書を郵送した者、電子入札を利用した者にあっては、立会人がくじを引くこととする。 

（３）予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をする。この場合において、入札者

又はその代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定め

る日時において入札をする。 

（４）再度の入札をしても、落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、随意契約による。 

 

14 入札に関する条件 

（１）入札書は、所定の日時及び場所に持参、郵送等又は電子入札すること。 

（２）所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに提出されて 

いること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が令和８年４

月22日（水）まであること。 

（３）入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

（４）同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の

入札でないこと。 

（５）連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

（６）入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札内容が分明であること。 

なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名があること（電子入札を除く）。 

（７）代理人が入札をする場合は、入札開始までに委任状を入札執行者に届出すること。 

   なお、電子入札の場合は、事前に承認された代理人に限る。 

（８）入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと（電子入札を除く）。 

（９）再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

ア 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

イ 初度の入札において、（１）から（８）までの条件に違反し無効となった入札者のうち、（１）、（４）

又は（５）に違反して無効となったもの以外のもの 

（10）この入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能であること。 

  

15 入札の中止等及びこれによる損害に関する事項 

天災その他やむを得ない理由により入札の執行を行うことができないときは、これを中止する。また、

入札参加者の連合の疑い、不正不穏行動をなす等により入札を公正に執行できないと認められるとき、

又は競争の実益がないと認められるときは、入札を取り消すことがある。これらの場合における損害は、

入札者の負担とする。 

 

16 契約書の作成 

契約書は、書面又は電子署名サービスを利用した電子契約（以下「電子契約」という。）により、特別

な事情のない限り、落札決定の翌日から起算して７日以内（県の休日を除く。）に作成しなければならな

い。 

なお、この期間内に契約書を作成しないときは、落札はその効力を失うことになる。 

(1) 書面の契約書の場合 

ア 落札者は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、契約担当者あてに提出すること。 



イ 契約書は２通作成し、双方各１通保有する。 

ウ  契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。ただし、契約書用紙は交付する。 

(2) 電子契約の場合 

ア  落札者は、落札決定後速やかに、契約担当者あてに電子契約利用同意書を電子メールにより提出

し、その後、契約担当者からの電子契約の確認依頼を受けて、電子契約サービスにより契約書に電

子署名を行うこと。 

イ 契約書は、電磁的記録により双方で保有する。 

ウ 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。 

(3) 落札決定後、契約締結までの間に落札した者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合は、

契約を締結しない。 

 

17 監督及び検査 

監督及び検査は、契約条項の定めるところにより行う。 

  なお、検査の実施場所は、指定する日本国内の場所とする。 

 

18 その他注意事項 

（１）申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者は、県の指名停止基準により指名停止される。 

（２）入札参加者は、刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等関係法令を遵守し、信義

誠実の原則を守り、いやしくも県民の信頼を失うことのないよう努めること。 

（３）暴力団排除条例（平成 22年兵庫県条例第 35号）の趣旨を徹底し、暴力団排除を進めるため、契約

者には、ア 暴力団及び暴力団員でないこと、イ 暴力団及び暴力団員と密接な関係に該当しないこと、

ウ ア・イに該当することとなった場合は契約を解除し、違約金の請求等についても異議がない旨の誓

約書の提出を求めることとする。また、契約書には、ア及びイの場合の契約解除に関する条項を付加

することとする。 

 

19 調達事務担当部局 

〒650―8567  兵庫県神戸市中央区下山手通５―10―１ 

兵庫県出納局物品管理課 （電話番号：(078)341―7711  内線75783） 
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用語の定義

（1）県庁WAN

兵庫情報ハイウェイを利用して、本庁、県民局、病院等（約 150 拠点）を結ぶ、インタ

ーネット、庁内イントラ等のネットワーク基盤

（2）県庁WAN運用事業者

兵庫県からの委託を受け、県庁WANの保守運用を行う事業者

（3）県庁WANパソコン

兵庫県の職員が県庁WANに接続して利用する業務用パソコン全般

（4）県庁WANモバイルパソコン

県庁WANパソコンのうち、本調達で調達する職員用のモバイルパソコン

（5）県庁WAN非モバイルパソコン

県庁WANパソコンのうち、本調達で調達する職員用非モバイルパソコン

（6）既存 AD

県庁WANのユーザ認証基盤として運用している既存の ActiveDirectory

（７）既存システム

県庁WAN内で稼働している総務事務システム、財務会計システム、人事給与システ

ム、文書管理システム、出退勤記録システム、LGWAN 及びマイナンバーで利用する仮

想デスクトップ、共有ファイルサーバ、グループウェアサーバ、Microsoft 365 アプリ、主

要ＣＡＤソフト等の多くの職員に利用されているシステム
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県庁WANパソコン等機器調達仕様書

1. 目的

本仕様書は、県庁 WAN パソコン等機器調達の賃借人である兵庫県(以下「甲」という。)と賃貸人

(以下「乙」という。)との間において、機器の導入、設定、運用保守等の詳細な仕様を定めるもので

ある。

2. 契約期間

令和８年１１月１日から令和１４年１０月３１日まで（６年間の賃貸借契約）

3. 基本方針

本県では、県民サービスの向上及び行政事務効率化を図るため、行政 DXを推進している。

特に、「新しい働き方推進プラン」（令和７年４月改定）において、「柔軟で多様な働き方の推

進」として、テレワークの環境整備を図ることとしており、以下の基本方針に従い職員用パ

ソコンを導入する。

(1)持ち運び可能なパソコン

職員一人ひとりの柔軟で多様な働き方を可能とし、組織としての生産性の向上を実現

するための性能を有した製品の選定

・軽量かつ長時間のバッテリー駆動

・ Web会議等の負荷が高い処理に十分対応可能な性能

・国内キャリア（通信事業者）に対応した無線 WAN通信機能の内蔵

(2)セキュリティ対策の強化

個人情報・行政情報の漏えいを防止し、甲の業務が円滑に行える情報基盤を構築

・オペレーティングシステム(以下「OS」という。)の最新化

・各種サービス(アプリケーション)の最新化

・県庁 WAN接続用 VPNリモートアクセス通信サービスの導入

・生体認証の導入

・パソコン紛失時の遠隔データ消去機能等の導入

(3)業務の円滑化

長期間の賃貸借期間中、職員の業務に十分対応可能な性能を有する製品の選定

・期間中の OS更新に対応可能

・期間中の円滑な保守対応

4. 設置場所

機器の設置場所は、次のとおりとする。

(1)県行政機関（本庁・地方機関）、県立病院及び県立学校

別紙１ 拠点一覧 参照。ただし、実際の設置場所及び台数については協議のうえ決定

するので、留意すること。また、賃貸借期間中、甲が職員数増減等により導入時点で設

置がない拠点にもパソコンを移設する場合があるが、この場合でも保守を行うこと。

(2)県庁 WAN運用事業者の保守拠点（県庁 WANヘルプデスク、神戸市中央区内の 1拠点）
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5. 機器仕様等

導入する機器の台数、機能、設定等については、次のとおりとする。

表 5-1 調達対象機器等一覧

項番 対象機器等 数量 設置場所 OS（相当）

1
県庁 WAN モバイルパソコン

（モバイルノート型）
2,800台

各所属

（別紙 1.拠点一覧参照）

Windows11

Enterprise※１

2
県庁 WAN 非モバイルパソコン

（ノート型）
1,700台

各所属

（別紙 1.拠点一覧参照）

Windows11

Enterprise※１

3 無線マウス 4,500個
項番1、2のパソコンに

添付
－

※１ OSバージョンについては各システムの対応状況により、甲との協議のうえ決定する

5.1. 県庁WANモバイルパソコン

5.1.1.機能

・甲の職員が、県庁WANシステムのネットワーク及びサーバを使用するとともに、図面作成

や現場調査等の手書きに適した業務、リモートワークなどに利用するための環境を提供

する。

5.1.2.ハードウェア

・モバイルノート型パソコンであること。

・重量は1.2ｋｇ以下であること。

・CPUは、13世代インテル® Core™i5プロセッサー同等以上かつirisXeグラフィックス同等

以上であること。

・メインメモリは、16GB以上であること。

・内蔵バッテリーは、JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.3.0）で約20時間以上かつ、バ

ッテリー容量50Wh以上であること。また、甲の職員自身又は乙の保守作業員にてバッテ

リーの交換が可能であり、メーカー対応以外で交換してもメーカーの保証及び保守が継

続されること。

・内蔵ストレージは、256GB以上のM.2タイプSSDであること。

・無線LAN機能として、Wi-Fi6E以上を内蔵していること（別付不可）。

・Ｗｅｂカメラを有すること。

・内蔵ディスプレイは、13インチ以上14インチ以下のTFT液晶（IPS方式又はVA方式）相当

以上とし、画面解像度がFHD（1920×1080ドット）以上であること。また、タッチパネル対

応ディスプレイであること。

・次のインターフェイスを有すること。

(ア) 有線 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応イーサネットポート）×１ポ

ート以上

(イ) USBタイプCポート(Power Delivery、DisplayPort Alternate Mode対応)×２ポート以上。

うち１ポートを用いて、電源供給が可能であること。

(ウ) USBタイプAポート×２ポート以上。うち１ポート以上はUSB3.0以上に対応すること。

(エ) HDMI（タイプA）出力端子×１ポート以上
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(オ) マイク入力・ヘッドフォン出力端子×１ポート以上

上記のインターフェイスは、本体に内蔵していること。ただし、（ア）及び（ウ）については、

AC電源が不要な小型の外付け拡張ドック等でも対応可能とする。その場合、外付け拡

張ドック等は１つまでとし、パソコン本体との接続に使用するポートは当該外付け拡張ドッ

ク等のポートで補うとともに、甲の許可を得たラベルを貼付した上で、パソコン本体と同様

の保守等の対応を行うこと。

・本体内にnanoSIMスロットを保有し、4GLTE（対応バンド:1,3,8,18,19）以上の通信機能を

有し、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク及び楽天いずれのSIMでも対応可能であるこ

と（eSIMのみは不可）

・無線マウスは、レギュラーサイズの外付け無線式ホイール付マウスであること。USB

Type-A接続のレシーバーを用いる無線接続及びBluetooth接続が可能であること。

・電源ユニットは、標準で100Vに対応すること。

・国際エネルギースタープログラム、省エネ法及びグリーン購入法の基準に適合又は

これに相当すること。

5.1.3.ソフトウェア

・OSは、Microsoft社製 Windows 11 Enterprise相当を導入し、OSのセキュリティアップデー

トパッケージを賃貸借期間中ダウンロードが可能であること。また、故障復旧後にOSのア

クティベーションを行う必要がないように考慮すること。なお、Windows11Enterpriseのライ

センスについては、甲が提供するMicrosoft 365 E3ライセンスを利用することが可能であ

る。

・パソコンの SSDを導入時の状態へ復元できる仕組みとして、Acronis Cyber Protect又

は同等の機能を有するものを用意すること。

・導入するアプリケーションソフトウェアにおいて賃貸借期間中にメーカーからの保守、サ

ポート等を受けられるよう契約を行うこと。

・ソフトウェアは、特に指定のない限り、県庁WANパソコン導入台数分のライセンスとインス

トールメディア各1セット以上を導入すること。

・甲が提供する県庁WAN接続用VPNリモートアクセスサービスを導入すること。

・甲が提供するMicrosoft 365 E3ライセンスを利用しWord、Excel、PowerPoint、Teams、

Outlook、OneDrive、OneNote、Intuneを、最新のパッチを適用して導入すること。

・甲が提供する次のソフトウェアについて、甲の指示によりインストールすること。

〇PDF作成・編集ソフト

〇ウイルス対策ソフト

〇資産管理システム（クライアントソフト）

〇情報漏洩対策システム（クライアントソフト）

〇多要素認証システム（クライアントソフト）

・次の無償ソフトウェアについて、甲の指示によりインストールすること。

○ ブラウザ（Microsoft Edge相当）

○ メディアプレイヤー

○ ドキュメントビューア（一太郎ビューア、Adobe Reader相当）

○ ファイル圧縮解凍ソフト

○ その他、甲が別途指示するもの
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5.1.4.設定

・既存ADに参加する設定を行うこと。

・時刻同期設定を行うこと。

・別途指示するネットワークパラメータ(ホスト名、IP、サブネットマスク、DNS 等)の設定を

行い、県庁WANパソコン及び他のサーバとの通信が可能な状態にすること。

・甲が構築しているウイルス対策管理システムを利用し、ウイルスチェックソフトが動作し、

自動でパターンファイルを更新する設定を行うこと。

・甲が構築している資産管理システムを利用し適用セキュリティパッチ等の管理が一括で

できるように設定すること。

・甲が用意するMicrosoft 365 E3（Intune）を利用して、リモートロック、リモートワイプなどの

モバイルデバイス管理（以下「MDM」という。）の設定を行うこと。なお、MDMの管理設定

を行うために必要な端末に関する情報は、甲から提供する。

・MDMとして、下記機能を必須要件とし必要なMicrosoft365管理センター上の設定を乙の

責任の上、実施すること。

① 管理対象デバイスの遠隔再起動

② 管理対象デバイスへのリモートワイプ（アカウント情報は保持）

③ 管理対象デバイスの遠隔リセット(デバイス初期化)

④ 利用可能なソフトウェアをホワイトリストもしくはブラックリストにより制限する

⑤ その他、本システムが提供するサービス・機能を満足するために必要な作業を

実施すること。

・別途構築する情報漏洩対策システムを利用して端末側の設定を行うこと。

・別途構築する多要素認証システムを利用して端末側の設定を行うこと。

・故障時の早期復旧を目的としたSSDマスタイメージ（以下「マスタイメージ」という。）を作成

すること。

・ Exchange Online、SharePoint及びTeamsを利用するために必要な設定を行うこと。

・導入する全てのソフトウェアの最新の修正プログラムを適用すること。

・キッティング時に無線LAN接続や県庁WANネットワークへのログイン、メール送受信、グ

ループウェアの利用などの試験を実施すること。実施にあたって既存システムの設定等

の変更が必要な場合については、乙の責任において、設定変更を既存システムの運用

事業者へ依頼すること。

・既存システムの動作試験に立ち会い、動作に問題ないことを確認すること。実施スケジュ

ールは、甲及び連携する既存システムの運用事業者の指示に従い対応すること。

・別途甲の用意するインターネット接続用 SIMカードを使用して、県庁WAN接続

用 VPN リモートアクセスサービスを利用できるようにし動作確認を行うこと。
・接続可能な回線が複数存在する場合の接続優先順位は、①県庁WANの有線LAN、②

県庁WANの無線LAN、③自宅等の一般インターネットの有線LAN、④自宅等の一般イン

ターネットの無線LAN、⑤インターネット接続用SIM回線の順（③～⑤は、県庁WAN接続

用VPNリモートアクセスサービス経由）とし、利用者が意識することなく自動で切替される

こと。

・ BitLockerを使用し、デスクトップ、マイドキュメント等、甲が別途指示するス

トレージの領域を暗号化すること。

・別途モバイル回線サービスで調達する SIMカードを内蔵スロットに搭載するこ

と。



- 5 -

・県庁 WANモバイルパソコンの IMEI情報等の管理情報及び甲が提供するモバイル回

線用 SIM識別番号を取得し、それらの紐づけ表を作成すること。また、県庁 WAN

モバイルパソコンの APN設定を管理者以外が変更できないようにすること。

5.2. 県庁WAN非モバイルパソコン

5.2.1. 機能

・庁内及び地方機関の職員が、県庁WANシステムのネットワーク及びサーバを使用する

ための環境を提供する。

5.2.2. ハードウェア

・ノート型パソコンであること。

・CPUは、13世代インテル® Core™i3プロセッサー同等以上かつirisXeグラフィックス同等

以上であること。

・メインメモリは、16GB以上であること。

・内蔵バッテリーを搭載していること。

・内蔵ストレージは、256GB以上のM.2タイプSSDであること。

・無線LAN機能として、Wi-Fi6E以上を内蔵していること。（別付不可）

・Ｗｅｂカメラを有すること。

・内蔵ディスプレイは、15インチ以上16インチ以下のTFT液晶（IPS方式又はVA方式）相当

以上とし、画面解像度がFHD（1920×1080ドット）以上であること。

・次のインターフェイスを有すること。

(ア) 有線 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応イーサネットポート）×１ポ

ート以上

(イ) USBタイプCポート(Power Delivery、DisplayPort Alternate Mode対応)×２ポート以上。

うち１ポートを用いて、電源供給が可能であること。

(ウ) USBタイプAポート×２ポート以上。うち１ポート以上はUSB3.0以上に対応すること。

(エ) HDMI（タイプA）出力端子×１ポート以上

(オ) マイク入力・ヘッドフォン出力端子×１ポート以上

上記のインターフェイスは、本体に内蔵していること。ただし、（ア）及び（ウ）については、

AC電源が不要な小型の外付け拡張ドック等でも対応可能とする。その場合、外付け拡

張ドック等は１つまでとし、パソコン本体との接続に使用するポートは当該外付け拡張ドッ

ク等のポートで補うとともに、甲の許可を得たラベルを貼付した上で、パソコン本体と同様

の保守等の対応を行うこと。

・無線マウスは、レギュラーサイズの外付け無線式ホイール付マウスであること。USB

Type-A接続のレシーバーを用いる無線接続及びBluetooth接続が可能であること。

・電源ユニットは、標準で100Vに対応すること。

・国際エネルギースタープログラム、省エネ法及びグリーン購入法の基準に適合又は

これに相当すること。

5.2.3. ソフトウェア

・県庁WANモバイルパソコンと同様とする。
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5.2.4. 設定

・県庁WANモバイルパソコンと同様とするが、MDM設定、インターネット接続用SIM設

定、県庁WAN接続用VPNリモートアクセスサービス設定は含まなくて良いものとする。ま

た、県庁WAN非モバイルパソコンについては、多要素認証システムを利用する設定と利

用しない設定を甲の指示する端末に適用できるよう、端末キッティング時に選択可能とす

ること。

6. 導入等に関する仕様

機器の導入等について、以下の点に留意し、作業を実施すること。

6.1. 導入スケジュール

・本調達及び別途調達する仮想基盤サーバ機器等の導入に係るスケジュールは、概ね下

図のとおりとする。

6.2. 導入に関する留意点

・本調達に係る機器の導入にあたって、乙は全体の詳細設計を行い、甲の承諾を得ること。

・乙の責任により別途調達する仮想基盤サーバ調達事業者とのスケジュール調整を実施

し、甲に報告すること。

・県庁WANネットワーク及びその上で稼働する各システムとの連携が必要となるため、県

庁WAN運用事業者と十分に事前の調整を行い、設計・試験などを運用開始までに乙の

責任により行うこと。

・本調達に係る機器の導入後も、既存システムが正常に稼動するように、乙の責任におい

て、既存システムの運用事業者と調整し設計を行うこと。本調達に係る機器の導入により、

既存システムのIPアドレス、アプリケーション、システム設定等の変更が必要な場合につ

いては、乙の責任において、設定変更を既存システムの運用事業者へ依頼すること。

・導入する県庁WANパソコンで、別途調達する仮想基盤サーバ上の各サービスを利用す

るエージェントアプリケーションが正常に動作するか確認し、正常に動作しない場合の原

因調査と解消を乙の責任により行うこと。

・既存システム以外のシステムについても、甲の指示に従い、導入前の連携試験及び導

入後に正常に動作しない場合の原因調査・対策等の対応を乙の責任により行うこと。

・導入する県庁WANパソコンについて、県庁WAN運用事業者と調整、情報収集等を行い、

県の業務用パソコンとして利用するうえで必要となる詳細な設定情報を引継ぐこと。

・既存の職員端末に導入されている甲指定の各種業務用アプリケーションについて、導入
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する県庁WANパソコンでも正常に動作するよう事前検証を行うこと。

・構築後は、県庁WANパソコン、既存グループウェアサーバ、他システム等との通信が可

能な状態であることの試験を実施し、確認すること。

・導入する県庁WANパソコンは、ホスト名、インターネット接続時のプロキシの設定、ドメイ

ン参加等、ネットワークコンピュータとしての設定を行い、既存システムのサーバとの通信

が可能であることを確認すること。

・機器、什器とも、搬入、組立て後の空箱等の搬入材を速やかに撤去すること。

・導入する県庁WANパソコンのセットアップを行う作業場所は、乙の負担により受託者が

用意するものとする。なお必要となる環境等については乙において確保するものとし、乙

が費用を負担するものとする。

・ソフトウェアについては、賃貸借期間終了後、甲に無償譲渡すること。なお、永続的な使

用権を取得しないソフトウェアについては、無償譲渡の対象とはしない。

・導入する機器及びソフトウェアについて、現在の県庁ＷＡＮの設定情報を引継ぎ、既存

の県庁WANパソコンと一元管理できるよう設計、設定を行うこと。

・機器設置については甲が指定する利用開始日に合わせて、具体的な訪問日時などは

乙が各配布先の担当者と調整を行い、詳細な配布スケジュールを作成し配布すること。

その内容について甲と情報共有を行うこと。また配布の進捗状況についてはメール等で

適宜報告を行うこと。

・別途指定する既存の県庁WANパソコンを、本調達で導入する県庁WANパソコンの配布

にあわせて回収し、甲の指定する場所へ保管すること。回収する県庁WANパソコンは各

拠点に平均して数台程度ある想定とする。なお、回収の詳細な計画は、甲の提供する情

報を確認のうえ、配布スケジュールに含めること。

・機器の設置にあたり、既存配線のLAN ケーブルが利用できない場合は、必要に応じて

最寄りのHUBまでのLAN ケーブル配線を行い、必要箇所にはモール処理を行うこと。ま

た、LAN ケーブル及びモールについては、賃貸借期間終了後、甲に無償譲渡すること。

なお拠点の新設などの、新規配線が必要な場合は本対象には含まない。

・各配布先への機器設置時に無線LAN接続や県庁WANへのログイン、メール送受信、グ

ループウェアの利用などに関して利用者が実施した試験結果を確認すること。

・全ての初期設定が終了後、システムのフルバックアップ（マスタイメージ）を甲が別途指示

するところにより、電子媒体で提供すること。

・構築後は、機器の操作及び運用方法等、必要な取扱説明を管理者用マニュアルとして

作成した上で、甲の指示に従い、運用引継ぎを行うこと。

・導入機器に賃貸借物件であることが分かるように、製品名、コンピュータ名等を記載した

「賃貸借物件整理票」（シール）を作成し、剥がれにくく明示できる場所に貼付すること。

なお、記載事項が変更された場合は、新しいラベルを必要部数作成し、賃貸借物件に貼

付すること。

・導入する県庁WANパソコンの初回利用における操作説明及び注意点等をまとめた説明

書を作成し、甲の許可を得たうえ、甲の指示に従い配布すること。県庁ＷＡＮパソコンの

導入（配布）手順については、甲の指示に従うこと。

・導入する県庁WANパソコンの配布状況並びに既存の県庁WANパソコンの回収状況に

ついては、甲の運用する端末管理用システムに随時反映できるよう、甲が指定する形式

のデータで甲が指定する時期に提供すること。



- 8 -

6.3. 運用の引継

・全ての初期設定が終了後、システムのフルバックアップ（マスタイメージ）を別途指示する

ところにより、電子媒体で甲へ引き継ぐこと。

・構築後は、甲の指定する者に対し、機器の操作及び運用方法等、必要な取り扱い説明

を運用操作マニュアル等作成した上で、運用引継ぎを行うこと。その方法及び時期につ

いては、別途指示する。また、MDMとして設定したMicrosoft 365管理センター上の設定

については、設定内容、及びその確認方法、変更方法、配布済み県庁WANパソコンへ

の反映方法までを運用引継ぎ内容に含むこと。

・契約満了に伴う端末回収時に、既存ADの登録情報とIntuneのMDM登録情報を削除す

ること。

6.4. 費用負担

次の費用に関して乙が負担すること。

・現状の調査とそれに係る諸費用

・県庁WANパソコン賃貸借契約満了後のデータ消去、搬出費用

・導入する県庁WANパソコンにより、既存システムの機器・設定等の変更が必要となった

場合に、乙の責任において原因を調査し、既存システムの運用事業者に変更を依頼す

る費用

・その他、本仕様機器の導入に際し発生する費用

6.5. 賃貸借契約満了後のデータ消去方法

導入する県庁WANパソコンの内蔵ストレージについては、下記のデータ消去作業を行

うこと。なお、賃貸借契約期間内において障害等により内蔵ストレージの交換対応を

行う場合、交換対象となる内蔵ストレージの取扱いについても、本項目を準用する。

・書き込みパターンは「00」,「FF」等の16進数による書き込みを行う米国国防総省規格

（DoD5220.22-M）に準じて実施すること。

・ 完全な消去を実現するため、１物理ボリューム当たり３回以上の上書きを実施するこ

と。

・ 書き込みは区画、フォルダ、ディレクトリ、ファイル、ファイル情報テーブル、オーバレ

イ構造情報、ブートレコード情報等に関する全てのデータに対して上書きを実施す

ること。

・ 消去実施時に不良ブロックを検出した場合は、物理的破壊により不良ブロックにお

いても情報読み取りが不可能とする対応が可能であること。

・ データイレースの手法は１台ずつ消去することとし、予め消去した内蔵ストレージを

マスタディスクとしたディスクコピーは不可とする。

・ SSDのデータ消去の際には、SSDに完全対応したツールを使用すること。

・ 物理的な破壊又は磁気的な破壊によるデータ消去も可とする。

・ データ消去証明書を県に提出すること。

7. 保守に関する仕様

7.1. 保守の概要

・システムを常に完全な機能を保ち、県業務に影響を与えないように、導入した機器及び
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フリーソフトを除く運用に必要なソフトウェアに対する保守作業を、乙の責任において確

実に行うこと。

・保守作業にあたっては、県庁WAN運用事業者との円滑な協力体制を実現すること。

・甲からの問い合わせ回数、問題及び障害の内容に制限がないこと

7.2. 基本要件

7.2.1.共通仕様

・導入機器のOS の修正プログラム及びアプリケーションソフトウェアの修正プログラム・バ

ージョンアップ等については、県庁ＷＡＮへの影響を調査し、随時動作検証を行うこと。

・故障保守における作業が完了した場合は、その都度、書面により完了報告を行うこと。

・対応履歴管理を行い、修理内容、状況等に関する報告書を１ヶ月に１回提出すること。

・窓口の一本化、業務責任者の設置等を行い、業務体制を明確にすること。

・甲との連絡は、甲が指定する連絡担当者と業務責任者を通じて行うこと。

・甲の指示に従い、既存システムの運用事業者との調整を行うこと。

・使用者の故意又は過失による障害については、保守対象外とする。

・故障修理の依頼を行った場合で、発生した派遣が無効になるような場合であっても、そ

の費用について別途請求が発生しないこと。

・その他、保守作業全般について、県業務に支障を来たさないように、適切かつ迅速な対

応を実施すること。

7.2.2.パソコンに関する特記仕様

・原則オンサイトによる保守作業を実施すること。県内に複数の保守拠点を設け、修理の

依頼の連絡を平日9:00～13:00までに行った場合には、当日対応とし、平日13:00～

17:30までに行った場合には翌開庁日午前中までに対応すること。ただし、甲が事情によ

りやむを得ないと判断した場合を除く。

・修理のため県庁WANパソコンを持ち帰る際は、代替機を用意すること。ただし、甲がや

むを得ないと判断した場合を除く。

・乙の保守担当者はオンサイト保守作業を実施する前に故障申告者へ連絡し、状況の確

認等を行ったうえで保守対応を行うこと。

・別紙１. 拠点一覧に記載の「No.1 本庁」については先出しセンドバック保守でも可能と

する。

・先出しセンドバック保守を利用する際に機器の受け渡し等を行うための専用窓口を設置

すること。なお、対応時間は少なくとも本庁の開庁時間である平日9:00～17:30とする。

・保守費用には、修理時の交換部品代（バッテリー、マウス等消耗品を除く）、ソフトウェア

の再インストール費用も含むこと。

・県庁WANモバイルパソコンに対して、賃貸借契約期間中に必ず計１回のオンサイトによ

るバッテリー交換（予防保全）を実施すること。なお、当該交換用バッテリーの購入・確保

も本契約に含み保守費用内で行うこと。交換作業の具体的な実施年度および時期につ

いては、別途甲と協議のうえ決定するものとする。ただし、甲の職員が容易にバッテリー

交換を実施できることを甲に説明のうえ許可を得た場合は、各拠点へのバッテリーの送

付及び回収のみの対応とすることも可能とする。

・バッテリー交換を行ったのち、再度交換対応が必要となった際は1回目の交換時と同等

以下の費用の範囲内で交換対応を行うこと。なお、費用は甲が負担する。
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・県庁WANモバイルパソコンにおける使用者が原因の落下等偶発的な事故による障害に

ついては、予め甲乙で修理単価を協議したうえで、賃貸借期間中1年につき200万円（消

費税抜き）相当を上限として、その費用と修理対応を保守の範囲に含めること。ただし、

盗難、紛失、地震等による障害及び使用者の故意又は重大な過失による障害等は含ま

れないものとする。

・OS、アプリケーションソフトウェアによる動作不良については、SSDを初期化し、初期化直

前の修正プログラム適用状態に戻すこと。

・賃貸借期間中に、賃貸借物件の設置場所を別紙１に記載の各拠点間で移動させる可能

性があり、その際においても保守を実施すること （移動させる際には、甲より連絡を行う

ものとする）。

・県庁WANパソコンのマスタイメージについては、OSの大規模な仕様変更に対応するた

め概ね２年に１回程度で、甲の指示するタイミングで更新作業を行うこと。

・更新作業では、県庁WANパソコンが利用している既存システムの影響について乙の責

任において調査し、確認を行うこと。調査時に問題が発覚した場合は、甲に報告し判断

を仰ぎ対応を行うこと。なお、問題解決に既存システムのバージョンアップ等対応が必要

な場合は、本案件の対象外とする。

8. 提出物

8.1. 資料整備

システム構築後、次の資料を MicroSoft Word,Excel,PowerPoint, Adobe Acrobat等で作成し、

納入すること。設定ファイルやマニュアル、完成図書類の保存メディアは、甲に確認のうえ、乙

の負担により乙が用意することとする。

・システム完成図書 1式

・操作マニュアル、操作マニュアルの電子媒体 一式

・運用マニュアル、運用マニュアルの電子媒体 一式

・導入時のシステムフルバックアップ（マスタイメージ）媒体 一式

8.2. その他納入物品

・ハードウェア取扱説明書(日本語) 一式

・ソフトウェア取扱説明書(日本語) 一式

・OS、ソフトウェアのインストール媒体 一式

9. 仕様変更

・やむを得ない事情により、この仕様書の変更を必要とする場合は甲の承認を得ること。

・この仕様書の記載内容に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、解決する。

・協議、打合せによる合意事項等の確認は議事録照合にて行うこととする。

10. 留意事項

10.1. 契約不適合責任

引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合、甲

は乙に対し、履行の追完を請求することができる。履行の追完は、民法第 562 条第１項本

文にかかわらず、代替物の引渡し又は不足分の引渡しの方法によること。
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10.2. 機密保持

本業務遂行上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、 又

は解除された後においても同様とする。

10.3. 法令等の遵守

調達機器の導入、保守に関して、個人情報の保護に関する法律、兵庫県情報セキュリ

ティ対策指針及び契約書の別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。

10.4. 知的財産の取扱

本業務で得られた成果物の著作権（著作権法第 27条、第 28条の権利を含む。）を無償

で甲に譲渡すること。

11. 疑義の解釈

本仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた場合には、甲乙協議により定めるものとする。
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別紙１．拠点一覧
（1）行政機関

No. 拠点名 所在地
配布数（台）
モバイル
パソコン

非モバイル
パソコン

1 本庁 兵庫県神戸市中央区下山手通５－１
０－１

50 50

2 兵庫県民総合相談センター 兵庫県神戸市中央区東川崎町１－１
－３（神戸クリスタルタワー ６Ｆ）

0 3

3 自治研修所 兵庫県神戸市垂水区塩屋町５－３－
１

3 0

4 職員健康管理センター 兵庫県神戸市中央区下山手通５－１
０－１

0 0

5 職員会館 兵庫県神戸市中央区下山手通４－１
８－２

0 0

6 兵庫陶芸美術館 兵庫県丹波篠山市今田町上立杭４ 5 0

7 消費生活総合センター 兵庫県神戸市中央区港島中町４－２ 13 0

8 男女共同参画センター 兵庫県神戸市中央区東川崎町１－１
－３

4 9

9 広域防災センター 兵庫県三木市志染町三津田１７０８ 1 9

10 消防保安課：消防防災航空隊 兵庫県神戸市中央区港島中町８－１
神戸ヘリポート内

0 0

11 中央こども家庭センター 兵庫県明石市北王子町１３－５ 19 28

12 尼崎こども家庭センター 兵庫県尼崎市若王寺２－１８－３ ひ
と咲きタワー９階

0 0

13 西宮こども家庭センター 兵庫県西宮市青木町３－２３ 9 0

14 川西こども家庭センター 兵庫県川西市火打１－１２－１６ キ
セラ川西プラザ３階

28 6

15 加東こども家庭センター 兵庫県加東市下滝野１２６９－２ 6 1

16 姫路こども家庭センター 兵庫県姫路市新在家本町１丁目１番
５８号

9 0

17 豊岡こども家庭センター 兵庫県豊岡市幸町１－８ 1 5

18 県立明石学園 兵庫県明石市魚住町清水２７４４ 2 3

19 県立身体障害者更生相談所 兵庫県神戸市西区曙町１０７０ 0 5

20 県立知的障害者更生相談所 兵庫県神戸市中央区坂口通２－１－
１

0 6

21 精神保健福祉センター 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１
－３－２

6 2

22 県立健康科学研究所 兵庫県加古川市神野町神野１８１９
－１４

1 9

23 県立総合衛生学院 兵庫県神戸市長田区腕塚町５－２－
１

2 8

24 食肉衛生検査センター 兵庫県加古川市志方町横大路３６－
１

0 3



- 13 -

No. 拠点名 所在地
配布数（台）
モバイル
パソコン

非モバイル
パソコン

25 食肉衛生検査センター：西播
磨食肉衛生検査所

兵庫県たつの市新宮町仙正３６－１ 0 1

26 食肉衛生検査センター：但馬
食肉衛生検査所

兵庫県養父市養父町養父市場入谷
口１２８２－８

0 1

27 食肉衛生検査センター：淡路
食肉衛生検査所

兵庫県南あわじ市倭文長田４９－１８ 0 1

28 動物愛護センター 兵庫県尼崎市西昆陽４－１－１ 0 2

29 動物愛護センター：三木支所 兵庫県三木市志染町窟屋１２４２－４
８

0 2

30 動物愛護センター：但馬支所 兵庫県養父市堀畑５８７ 0 2

31 動物愛護センター：淡路支所 兵庫県淡路市塩田新島５－３ 0 2

32 県立工業技術センター 兵庫県神戸市須磨区行平町３－１－
１２

5 0

33 県立工業技術センター：繊維
工業技術支援センター

兵庫県西脇市野村町上ノ段１７９０－
４９６

0 1

34 県立工業技術センター：皮革
工業技術支援センター

兵庫県姫路市野里字東河原３ 1 0

35 県立ものづくり大学校 兵庫県姫路市市之郷１００１番地１ 0 15

36 県立但馬技術大学校 兵庫県豊岡市九日市下町１４０番地 2 7

37 県立神戸高等技術専門学院 兵庫県神戸市西区学園東町５－２ 0 23

38 県立障害者高等技術専門学
院

兵庫県神戸市西区曙町１０７０ 9 0

39 兵庫障害者職業能力開発校 兵庫県伊丹市東有岡４－８ 7 4

40 旅券事務所 兵庫県神戸市中央区御幸通８－１－
６神戸国際会館

0 4

41 旅券事務所：尼崎出張所 兵庫県尼崎市南塚口町２－１－２－
３１６塚口さんさんタウン２番館３Ｆ

0 1

42 旅券事務所：姫路出張所 兵庫県姫路市二階町５５ヤマトヤシ
キ百貨店１０Ｆ

0 0

43 県立農林水産技術総合セン
ター

兵庫県加西市別府町南ノ岡甲１５３３ 6 10

44 県立農林水産技術総合セン
ター：農業大学校

兵庫県加西市常吉町荒田１２５６－４ 0 3

45 県立農林水産技術総合セン
ター：原種農場

兵庫県姫路市安富町名坂５１ 0 0

46 県立農林水産技術総合セン
ター：北部農業技術センター

兵庫県朝来市和田山町安井１２３ 0 8

47 県立農林水産技術総合セン
ター：淡路農業技術センター

兵庫県南あわじ市八木養宜中５６０
－１

7 0

48 県立農林水産技術総合セン
ター：森林林業技術センター

兵庫県宍粟市山崎町五十波４３０ 2 2

49 県立農林水産技術総合セン
ター：緑化センター

兵庫県朝来市山東町野間９０３－１ 1 4
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No. 拠点名 所在地
配布数（台）
モバイル
パソコン

非モバイル
パソコン

50 県立農林水産技術総合セン
ター：水産技術センター

兵庫県明石市二見町南二見２２－２ 0 5

51 県立農林水産技術総合セン
ター：但馬水産技術センター

兵庫県美方郡香美町香住区境１１２
６－５

0 3

52 県立農林水産技術総合セン
ター：内水面漁業センター

兵庫県朝来市田路１１３４ 0 1

53 姫路家畜保健衛生所 兵庫県姫路市田寺東２－１０－１６ 2 0

54 朝来家畜保健衛生所 兵庫県朝来市和田山町高田６６６ 0 1

55 淡路家畜保健衛生所 兵庫県南あわじ市広田広田１２２７ 1 0

56 県立森林大学校 兵庫県宍粟市一宮町安積１３５２－４ 3 0

57 森林動物研究センター 兵庫県丹波市青垣町沢野９４０ 0 8

58 県立淡路景観園芸学校 兵庫県淡路市野島常盤９５４－２ 0 3

59 広域水道事務所 兵庫県川西市多田院字巌険６－３ 2 0

60 広域水道事務所（三田） 兵庫県三田市西野上字上通り１５２ 4 0

61 利水事務所 兵庫県神戸市西区神出町田井３－１ 1 6

62 利水事務所（船津） 兵庫県姫路市船津町字平田４５５２
－１

0 5

63 北播磨・臨海建設事務所 兵庫県芦屋市浜風町３０－２ 0 5

64 播磨科学公園都市まちづくり
事務所

兵庫県赤穂郡上郡町光都３－５－１ 0 4

65 新長田合同庁舎 兵庫県神戸市長田区二葉町５－１－
３２

0 40

66 西神戸庁舎 兵庫県神戸市長田区浪松町３－２－
５

10 35

67 神戸農業改良普及センター 兵庫県神戸市西区神出町小束野３０
－１９

0 1

68 尼崎総合庁舎 兵庫県尼崎市東難波町５－２１－８ 14 0

69 西宮庁舎 兵庫県西宮市櫨塚町２－２８ 22 14

70 芦屋健康福祉事務所 兵庫県芦屋市公光町１－２３ 4 2

71 尼崎港管理事務所 兵庫県尼崎市道意町７－２１ 2 10

72 宝塚総合庁舎 兵庫県宝塚市旭町２－４－１５ 46 8

73 伊丹庁舎 兵庫県伊丹市千僧１－５１ 0 8

74 宝塚健康福祉事務所 兵庫県宝塚市東洋町２番５号 1 9

75 伊丹健康福祉事務所 兵庫県伊丹市千僧１－５１ 6 2

76 三田庁舎 兵庫県三田市天神１－１０－１４ 3 3

77 加古川総合庁舎 兵庫県加古川市加古川町寺家町天
神木９７－１

73 22

78 社総合庁舎 兵庫県加東市社１０７５－２ 47 22
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No. 拠点名 所在地
配布数（台）
モバイル
パソコン

非モバイル
パソコン

79 加西農業改良普及センター 兵庫県加西市別府町２６６２ 1 0

80 三木庁舎 兵庫県三木市宿原字寺ノ前７０ 20 0

81 姫路総合庁舎 兵庫県姫路市北条１－９８ 20 64

82 中播磨健康福祉事務所（福
崎）

兵庫県神崎郡福崎町西田原２３５ 0 3

83 姫路港管理事務所 兵庫県姫路市飾磨区須加２９４ 0 11

84 西播磨総合庁舎 兵庫県赤穂郡上郡町光都２－２５ 59 20

85 龍野庁舎 兵庫県たつの市龍野町富永１３１１－
３

35 12

86 赤穂庁舎 兵庫県赤穂市加里屋９８－２ 2 2

87 豊岡総合庁舎 兵庫県豊岡市幸町７－１１ 53 18

88 新温泉健康福祉事務所 兵庫県美方郡新温泉町三谷３８９－
１

0 3

89 和田山庁舎 兵庫県朝来市和田山町東谷２１３－
９６

0 21

90 但馬長寿の郷 兵庫県養父市八鹿町国木５９４－１０ 0 3

91 但馬水産事務所 兵庫県美方郡香美町香住区香住１８
５２－４

3 0

92 新温泉庁舎 兵庫県美方郡新温泉町芦屋５２２－
４

1 20

93 八鹿庁舎 兵庫県養父市八鹿町下網場３２０ 12 3

94 柏原総合庁舎 兵庫県丹波市柏原町柏原６８８ 47 13

95 篠山庁舎 兵庫県丹波篠山市郡家４５１－２ 6 2

96 洲本総合庁舎 兵庫県洲本市塩屋２－４－５ 23 52

97 北淡路農業改良普及センタ
ー

兵庫県淡路市志筑１４２１－１ 1 0

98 阪神教育事務所 兵庫県西宮市櫨塚町２－２８ 0 12

99 丹波教育事務所 兵庫県丹波篠山市郡家４５１－２ 5 3

100 播磨東教育事務所 兵庫県加古川市加古川町寺家町９７
－１

8 1

101 播磨西教育事務所 兵庫県姫路市北条１－９８ 9 1

102 但馬教育事務所 兵庫県豊岡市幸町７－１１ 0 8

103 淡路教育事務所 兵庫県洲本市塩屋２－４－５ 4 3

104 県立南但馬自然学校 兵庫県朝来市山東町迫間字原１８９ 0 8

105 県立但馬やまびこの郷 兵庫県朝来市山東町森字向山４５－
１０１

0 5

106 県立総合教育センター 兵庫県加東市山国２００６－１０７ 0 6

107 県立美術館 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１
－１－１

0 4
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No. 拠点名 所在地
配布数（台）
モバイル
パソコン

非モバイル
パソコン

108 県立図書館 兵庫県明石市明石公園１－２７ 0 0

109 県立歴史博物館 兵庫県姫路市本町６８番地 0 2

110 県立人と自然の博物館 兵庫県三田市弥生が丘６ 0 10

111 県立コウノトリの郷公園 兵庫県豊岡市祥雲寺字二ｹ谷１２８ 0 2

112 県立考古博物館 兵庫県加古郡播磨町大中４４９ 5 3

113 県立考古博物館：加西分館 兵庫県加西市豊倉町１２８２－１ 0 0

（２）病院

No. 拠点名 所在地
配布数（台）
モバイル
パソコン

非モバイル
パソコン

114 県立尼崎総合医療センター 兵庫県尼崎市東難波町２－１７－７７ 167 123

115 県立西宮病院 兵庫県西宮市六湛寺町１３－９ 157 101

116 県立加古川医療センター 兵庫県加古川市神野町神野２０３ 72 59

117 県立はりま姫路総合医療セン
ター

兵庫県姫路市神屋町３－２６４ 175 114

118 県立丹波医療センター 兵庫県丹波市氷上町石生２００２－７ 96 50

119 県立淡路医療センター 兵庫県洲本市塩屋１－１－１３７ 90 67

120 県立ひょうごこころの医療セン
ター

兵庫県神戸市北区山田町上谷上登
り尾３

87 65

121 県立こども病院 兵庫県神戸市須磨区高倉台１－１－
１

84 76

122 県立がんセンター 兵庫県明石市北王子町１３－７０ 76 63

123 県立粒子線医療センター 兵庫県たつの市新宮町光都１－２－
１

16 4

124 県立粒子線医療センター附属
神戸陽子線センター

兵庫県神戸市中央区港島南町１丁
目６番８号

4 4

（3）学校

No. 拠点名 所在地
配布数（台）

モバイル
パソコン

非モバイル
パソコン

125 御影高等学校 兵庫県神戸市東灘区御影石町４－１－１ 6 1

126 東灘高等学校 兵庫県神戸市東灘区深江浜町５０－１ 7 1

127 神戸高等学校 兵庫県神戸市灘区城の下通１－５－１ 7 1

128 夢野台高等学校 兵庫県神戸市長田区房王寺町２－１－１ 6 1

129 兵庫高等学校 兵庫県神戸市長田区寺池町１－４－１ 7 1

130 神戸鈴蘭台高等学校 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字中一
里山９－１０７

7 1
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No. 拠点名 所在地
配布数（台）

モバイル
パソコン

非モバイル
パソコン

131 神戸北高等学校 兵庫県神戸市北区唐櫃台２－４１－１ 5 1

132 湊川高等学校 兵庫県神戸市長田区寺池町１－４－１ 4 2

133 長田高等学校 兵庫県神戸市長田区池田谷町２－５ 6 1

134 須磨友が丘高等学校 兵庫県神戸市須磨区友が丘１－１－５ 6 1

135 須磨東高等学校 兵庫県神戸市須磨区東落合１－１－１ 6 1

136 星陵高等学校 兵庫県神戸市垂水区星陵台４－３－２ 6 1

137 舞子高等学校 兵庫県神戸市垂水区学が丘３－２ 7 1

138 北須磨高等学校 兵庫県神戸市須磨区友が丘９－２３ 6 1

139 伊川谷高等学校 兵庫県神戸市西区伊川谷町長坂９１０－５ 5 1

140 神戸高塚高等学校 兵庫県神戸市西区美賀多台９－１ 5 1

141 兵庫工業高等学校 兵庫県神戸市兵庫区和田宮通２－１－６３ 8 1

142 神戸工業高等学校 兵庫県神戸市兵庫区和田宮通２－１－６３ 5 1

143 長田商業高等学校 兵庫県神戸市長田区池田谷町２－５ 4 1

144 青雲高等学校 兵庫県神戸市長田区池田谷町２－５ 7 1

145 神戸商業高等学校 兵庫県神戸市垂水区星陵台４－３－１ 7 1

146 尼崎高等学校 兵庫県尼崎市北大物町１８－１ 6 1

147 尼崎北高等学校 兵庫県尼崎市塚口町５－４０－１ 6 1

148 尼崎西高等学校 兵庫県尼崎市大島２－３４－１ 6 1

149 尼崎小田高等学校 兵庫県尼崎市長洲中通２丁目１７－４６ 7 1

150 尼崎稲園高等学校 兵庫県尼崎市猪名寺３－１－１ 6 1

151 尼崎工業高等学校 兵庫県尼崎市東難波町２－１７－６４ 6 1

152 神崎工業高等学校 兵庫県尼崎市長洲中通１－１３－１ 4 1

153 武庫荘総合高等学校 兵庫県尼崎市武庫之荘８－３１－１ 8 1

154 西宮高等学校 兵庫県西宮市上甲東園２－４－３２ 7 1

155 西宮香風高等学校 兵庫県西宮市建石町７－４３ 10 1

156 鳴尾高等学校 兵庫県西宮市学文殿町２－１－６０ 6 1

157 西宮今津高等学校 兵庫県西宮市浜甲子園４－１－５ 6 1

158 西宮南高等学校 兵庫県西宮市高須町２－１－４３ 6 1

159 西宮甲山高等学校 兵庫県西宮市鷲林寺字剣谷１０ 5 1

160 芦屋高等学校 兵庫県芦屋市宮川町６－３ 6 1

161 国際高等学校 兵庫県芦屋市新浜町１－２ 6 1

162 伊丹高等学校 兵庫県伊丹市緑ケ丘７－３１－１ 6 1

163 猪名川高等学校 兵庫県川辺郡猪名川町紫合字新林４－４ 5 1

164 伊丹北高等学校 兵庫県伊丹市鴻池７－２－１ 6 1
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No. 拠点名 所在地
配布数（台）

モバイル
パソコン

非モバイル
パソコン

165 伊丹西高等学校 兵庫県伊丹市奥畑３－５ 6 1

166 宝塚高等学校 兵庫県宝塚市逆瀬台２－２－１ 6 1

167 宝塚東高等学校 兵庫県宝塚市中山五月台１－１２－１ 6 1

168 川西緑台高等学校 兵庫県川西市向陽台１－８ 6 1

169 川西明峰高等学校 兵庫県川西市萩原台西２－３２４ 7 1

170 川西北陵高等学校 兵庫県川西市緑が丘２－１４－１ 6 1

171 宝塚西高等学校 兵庫県宝塚市ゆずり葉台１－１－１ 6 1

172 宝塚北高等学校 兵庫県宝塚市すみれガ丘４－１－１ 7 1

173 阪神昆陽高等学校 兵庫県伊丹市池尻７－１０８ 10 1

174 有馬高等学校 兵庫県三田市天神２－１－５０ 8 2

175 北摂三田高等学校 兵庫県三田市狭間が丘１－１－１ 6 1

176 三田西陵高等学校 兵庫県三田市ゆりのき台３－４ 5 1

177 三田祥雲館高等学校 兵庫県三田市学園１－１ 6 1

178 柏原高等学校 兵庫県丹波市柏原町東奥５０ 5 1

179 氷上西高等学校 兵庫県丹波市青垣町佐治３７８－３ 4 1

180 氷上高等学校 兵庫県丹波市春日町黒井７７ 6 2

181 篠山鳳鳴高等学校 兵庫県丹波篠山市大熊３６９ 5 1

182 篠山産業高等学校 兵庫県丹波篠山市郡家４０３－１ 6 2

183 篠山東雲高等学校 兵庫県丹波篠山市福住１２６０ 4 2

184 明石高等学校 兵庫県明石市荷山町１７４４ 7 1

185 明石南高等学校 兵庫県明石市明南町３－２－１ 6 1

186 明石北高等学校 兵庫県明石市大久保町松陰３６４－１ 6 1

187 明石西高等学校 兵庫県明石市二見町西二見１６４２－１ 6 1

188 明石清水高等学校 兵庫県明石市魚住町清水６３０－１ 6 1

189 錦城高等学校 兵庫県明石市明南町３－２－１ 4 1

190 明石城西高等学校 兵庫県明石市大久保町谷八木１１９０－７ 7 1

191 加古川北高等学校 兵庫県加古川市野口町水足８６７－１ 5 1

192 加古川東高等学校 兵庫県加古川市加古川町粟津２３２－２ 8 1

193 加古川西高等学校 兵庫県加古川市加古川町本町１１８ 7 1

194 加古川南高等学校 兵庫県加古川市加古川町友沢６５－１ 6 1

195 農業高等学校 兵庫県加古川市平岡町新在家９０２－４ 10 2

196 東播工業高等学校 兵庫県加古川市東神吉町神吉１７４８－１ 7 1

197 西脇高等学校 兵庫県西脇市野村町１７９４－６０ 6 1

198 西脇北高等学校 兵庫県西脇市郷瀬町６６９－３２ 7 1
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No. 拠点名 所在地
配布数（台）

モバイル
パソコン

非モバイル
パソコン

199 西脇工業高等学校 兵庫県西脇市野村町１７９０ 6 1

200 多可高等学校 兵庫県多可郡多可町中区東山５５３ 5 1

201 三木高等学校 兵庫県三木市加佐９３１ 6 1

202 三木北高等学校 兵庫県三木市志染町青山６－２５ 5 1

203 高砂高等学校 兵庫県高砂市高砂町朝日町２－５－１ 5 1

204 高砂南高等学校 兵庫県高砂市西畑２－１－１２ 6 1

205 松陽高等学校 兵庫県高砂市曽根町２７９４－１ 7 1

206 東播磨高等学校 兵庫県加古郡稲美町中一色５９４－２ 6 1

207 播磨南高等学校 兵庫県加古郡播磨町古宮４－３－１ 5 1

208 小野高等学校 兵庫県小野市西本町５１８ 6 1

209 小野工業高等学校 兵庫県小野市片山町１０３４－１ 8 1

210 吉川高等学校 兵庫県三木市吉川町渡瀬３００－１２ 5 1

211 社高等学校 兵庫県加東市木梨１３５６－１ 6 2

212 北条高等学校 兵庫県加西市段下町８４７－５ 5 1

213 播磨農業高等学校 兵庫県加西市北条町東高室１２３６－１ 6 3

214 姫路東高等学校 兵庫県姫路市本町６８－７０ 6 1

215 姫路別所高等学校 兵庫県姫路市別所町北宿３０３－１ 5 1

216 姫路北高等学校 兵庫県姫路市本町６８－７０ 5 2

217 姫路西高等学校 兵庫県姫路市北八代２－１－３３ 7 1

218 網干高等学校 兵庫県姫路市網干区新在家２５９－１ 8 2

219 姫路飾西高等学校 兵庫県姫路市飾西１４８－２ 5 1

220 飾磨工業高等学校 兵庫県姫路市飾磨区細江３１９ 12 2

221 姫路工業高等学校 兵庫県姫路市伊伝居６００－１ 8 2

222 姫路商業高等学校 兵庫県姫路市井ノ口４６８ 6 1

223 相生高等学校 兵庫県相生市山手１－７２２－１０ 5 1

224 相生産業高等学校 兵庫県相生市千尋町１０－５０ 8 1

225 龍野高等学校 兵庫県たつの市龍野町日山５５４ 6 1

226 龍野北高等学校 兵庫県たつの市新宮町芝田１２５－２ 10 1

227 太子高等学校 兵庫県揖保郡太子町糸井１９ 5 1

228 赤穂高等学校 兵庫県赤穂市海浜町１３９ 7 1

229 神崎高等学校 兵庫県神崎郡神河町福本４８８－１ 5 1

230 香寺高等学校 兵庫県姫路市香寺町土師５４７ 6 1

231 夢前高等学校 兵庫県姫路市夢前町前之庄６４３－１ 4 1

232 家島高等学校 兵庫県姫路市家島町宮１７５９－１ 4 1
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No. 拠点名 所在地
配布数（台）

モバイル
パソコン

非モバイル
パソコン

233 上郡高等学校 兵庫県赤穂郡上郡町大持２０７－１ 7 2

234 佐用高等学校 兵庫県佐用郡佐用町佐用２６０ 6 2

235 山崎高等学校 兵庫県宍粟市山崎町加生３４０ 6 2

236 千種高等学校 兵庫県宍粟市千種町千草７２７－２ 4 1

237 伊和高等学校 兵庫県宍粟市一宮町安積６１６－２ 4 1

238 豊岡高等学校 兵庫県豊岡市京町１２－９１ 7 1

239 豊岡総合高等学校 兵庫県豊岡市加広町６－６８ 6 2

240 香住高等学校 兵庫県美方郡香美町香住区矢田４０－１ 6 3

241 日高高等学校 兵庫県豊岡市日高町岩中１ 6 2

242 出石高等学校 兵庫県豊岡市出石町下谷３５－１ 5 1

243 浜坂高等学校 兵庫県美方郡新温泉町芦屋８５３－２ 5 1

244 村岡高等学校 兵庫県美方郡香美町村岡区村岡２９３１ 5 1

245 八鹿高等学校 兵庫県養父市八鹿町九鹿８５ 6 1

246 但馬農業高等学校 兵庫県養父市八鹿町高柳３００－１ 6 2

247 和田山高等学校 兵庫県朝来市和田山町枚田岡３７６－１ 5 1

248 生野高等学校 兵庫県朝来市生野町真弓４３２－１ 5 1

249 洲本高等学校 兵庫県洲本市上物部２－８－５ 8 1

250 淡路三原高等学校 兵庫県南あわじ市市円行寺３４５－１ 5 1

251 洲本実業高等学校 兵庫県洲本市宇山２－８－６５ 6 2

252 津名高等学校 兵庫県淡路市志筑２４９－１ 5 1

253 淡路高等学校 兵庫県淡路市富島１７１－２ 6 2

254 北神戸総合高等学校 兵庫県神戸市北区大脇台９－１ 8 1

255 神戸学園都市高等学校 兵庫県神戸市西区学園西町６－１ 8 1

256 西宮苦楽園高等学校 兵庫県西宮市苦楽園二番町１６－８０ 8 1

257 三木総合高等学校 兵庫県三木市別所町小林６２５－２ 8 1

258 姫路海稜高等学校 兵庫県姫路市大津区天満１９１－５ 8 1

259 播磨福崎高等学校 兵庫県神崎郡福崎町福田２３４－１ 7 1

260 視覚特別支援学校 兵庫県神戸市垂水区城が山４－２－１ 6 2

261 神戸聴覚特別支援学校 兵庫県神戸市垂水区福田１－３－１ 6 2

262 のじぎく特別支援学校 兵庫県神戸市西区北山台２－５６６－１３４ 7 1

263 神戸特別支援学校 兵庫県神戸市北区大脇台１０－１ 7 3

264 西神戸高等特別支援学
校

兵庫県神戸市西区押部谷町高和１５５７－
１

5 1

265 こばと聴覚特別支援学
校

兵庫県西宮市田近野町８－８ 5 2
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No. 

 
拠点名 

 
所在地 

配布数（台） 

モバイル 
パソコン 

非モバイル 
パソコン 

266 阪神特別支援学校 兵庫県西宮市田近野町１１－７ 10 2 

267 こやの里特別支援学校 兵庫県伊丹市瑞ケ丘２－３－２ 9 2 

268 芦屋特別支援学校 兵庫県芦屋市陽光町８－３７ 7 1 

269 阪神昆陽特別支援学校 兵庫県伊丹市池尻７－１０８ 5 1 

270 むこがわ特別支援学校 兵庫県西宮市田近野町１０－４５ 6 1 

271 川西カリヨンの丘特別支
援学校 

兵庫県川西市丸山台３－４－１ 7 1 

272 上野ケ原特別支援学校 兵庫県三田市大原１５４６－６ 8 1 

273 氷上特別支援学校 兵庫県丹波市春日町棚原３０９８－１ 5 1 

274 高等特別支援学校 兵庫県三田市大原１５４６－６ 5 2 

275 いなみ野特別支援学校 兵庫県加古郡稲美町国安１２８４－１ 9 2 

276 東はりま特別支援学校 兵庫県加古郡播磨町北古田１－１７－１７ 7 1 

277 北はりま特別支援学校 兵庫県多可郡多可町中区間子６０２－１ 7 1 

278 かこがわ清流特別支援
学校 

加古川市平荘町山角 467（令和８年 4 月開
校予定） 

0 0 

279 姫路聴覚特別支援学校 兵庫県姫路市本町６８－４６ 6 2 

280 播磨特別支援学校 兵庫県たつの市揖西町中垣内乙１３５－１ 6 2 

281 姫路特別支援学校 兵庫県姫路市四郷町東阿保字下戸明４７
６－１ 

8 2 

282 赤穂特別支援学校 兵庫県赤穂市大津１３０５ 5 1 

283 西はりま特別支援学校 兵庫県たつの市新宮町光都１－３－１ 7 1 

284 姫路しらさぎ特別支援
学校 

兵庫県姫路市苫編６８８－５８ 8 1 

285 豊岡聴覚特別支援学校 兵庫県豊岡市三坂町２－９ 5 2 

286 出石特別支援学校 兵庫県豊岡市出石町宮内２－８ 8 1 

287 和田山特別支援学校 兵庫県朝来市和田山町竹田１９８７－１ 6 2 

288 あわじ特別支援学校 兵庫県洲本市上物部２－１－１７ 6 2 

289 芦屋国際中等教育学校 兵庫県芦屋市新浜町１－２ 7 0 

 
 

 
県庁 WAN 

モバイルパソコン 
県庁 WAN 

非モバイルパソコン 
総     計 2800 台 1700 台 

 
※拠点は組織改正・人事異動等により変更になる場合があるので、その際は甲の指示に従い設置する

こと。 



会社名

担当者名

電話

FAX

メールアドレス

数量

※ハードウェア・ソフトウェア・その他（設計構築、設置作業、保守等）全ての項目について記載のうえ、カタログ等

　 仕様のわかるものを添えて、入札公告及び入札説明書に記載の受付期間内に提出してください。

※ただし、仕様確認申込書（機器内訳書）に記載する申込内容については、

　 この入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その執行が可能になったときに効力を生じる。

その他（設計構築、設置作業、保守等）

仕様確認申込書（機器内訳書）

県庁WANパソコン等一式（賃貸借）案件名

型　式 メーカー品　目

ハードウェア

ソフトウェア



会社名

担当者名

電話

FAX

メールアドレス

県庁WANパソコン等一式（賃貸借）

数量

※応札する物品の型式及びメーカーを記入してください。

１箇月あたりの賃貸借料
（消費税及び地方消費税を含めない）

その他（設計構築、設置作業、保守等）

ハードウェア

入　札　用　（機器内訳書）

案件名

品　目 型　式 メーカー

ソフトウェア



会社名

担当者名

電話

FAX

メールアドレス

案件名 県庁WANパソコン等一式（賃貸借）

番号

※仕様等に関して質問があれば上記に記入のうえ、入札公告及び入札説明書に記載の受付期間内に提出してください。

仕様等に関する質問書

質問事項記入欄 回答欄（兵庫県記入欄）



 

物 品 入 札 書 
 

   件    名   県庁WANパソコン等一式（賃貸借） 
 

入 札 金 額    ￥                  ＜月額＞ 

                           （消費税及び地方消費税別） 
 

 内 訳 

品  目 数 量 単 価 金 額（月 額） 摘 要 

県庁WANパソコン等 一式 ― 
  

 
    

計 
    

  

   設 置 場 所   兵庫県本庁舎及び地方機関他 計290箇所（詳細は仕様書のとおり） 

 

   契 約 期 間   令和８年11月１日（日）から令和14年10月31日（日） 
 
  上記の物品については、兵庫県財務規則（昭和３９年兵庫県規則第３１号）、契約条項 

 及びその他関係書類等を熟知のうえ、上記の金額をもって入札します。 

 

  令和  年    月    日 

 

  兵庫県契約担当者 

    兵庫県知事 様 

 
 
 
                   住    所 
 
                   商号又は名称 
 
                   代表者氏名                  
 
                   代理人氏名                  
 

電 話 番 号                 
 

メールアドレス   



 

物 品 入 札 書 
 

   件    名   県庁WANパソコン等一式（賃貸借） 
 

入 札 金 額    ￥                  ＜月額＞ 

                           （消費税及び地方消費税別） 
 

 内 訳 

品  目 数 量 単 価 金 額（月 額） 摘 要 

県庁WANパソコン等 一式 ― 
  

 
    

計 
    

  

   設 置 場 所   兵庫県本庁舎及び地方機関他 計290箇所（詳細は仕様書のとおり） 

 

   契 約 期 間   令和８年11月１日（日）から令和14年10月31日（日） 
 
 
  上記の物品については、兵庫県財務規則（昭和３９年兵庫県規則第３１号）、契約条項 

 及びその他関係書類等を熟知のうえ、上記の金額をもって入札します。 

 

  令和  年    月    日 

 

  兵庫県契約担当者 

    兵庫県知事 様 

 
 
 
 
 
                住    所 
 
                商号又は名称 
 
                代表者氏名                
 
                代理人氏名                
 

電 話 番 号                 
 

メールアドレス   

 

                                  

 

 

代理人が入札に参加する場合に
は、代理人の記名が必要です。 
また、参加申込時に届出が必要
です。 
電話番号、メールアドレスは代
表者が所属する部署のものを
記載してください。 

※当日は紙による入札参加者全員に本人確認を行
いますので、本人確認が可能な写真付公的書類（運
転免許証等）を持参ください。 
（再入札日ならびに入札不調時の見積が異なる時
も同様です。） 



 

 

物 品 入 札 書【再入札用】 
 

   件    名   県庁WANパソコン等一式（賃貸借） 
 

入 札 金 額    ￥                  ＜月額＞ 

                           （消費税及び地方消費税別） 
 

 内 訳 

品  目 数 量 単 価 金 額（月 額） 摘 要 

県庁WANパソコン等 一式 ― 
  

 
    

計 
    

  

   設 置 場 所   兵庫県本庁舎及び地方機関他 計290箇所（詳細は仕様書のとおり） 

 

   契 約 期 間   令和８年11月１日（日）から令和14年10月31日（日） 
 
  上記の物品については、兵庫県財務規則（昭和３９年兵庫県規則第３１号）、契約条項 

 及びその他関係書類等を熟知のうえ、上記の金額をもって入札します。 

 

  令和  年    月    日 

 

  兵庫県契約担当者 

    兵庫県知事 様 

 
 
 
                   住    所 
 
                   商号又は名称 
 
                   代表者氏名                  
 
                   代理人氏名                  
 

電 話 番 号                 
 

メールアドレス   

 



（入札不調時協議用） 

 

物 品 見 積 書 
 

   件    名   県庁WANパソコン等一式（賃貸借） 
 

入 札 金 額    ￥                  ＜月額＞ 

                           （消費税及び地方消費税別） 
 

 内 訳 

品  目 数 量 単 価 金 額（月 額） 摘 要 

県庁WANパソコン等 一式 ― 
  

 
    

計 
    

  

   設 置 場 所   兵庫県本庁舎及び地方機関他 計290箇所（詳細は仕様書のとおり） 

    

契 約 期 間   令和８年11月１日（日）から令和14年10月31日（日） 
 
 
  上記の物品については、兵庫県財務規則（昭和３９年兵庫県規則第３１号）、契約条項 

 及びその他関係書類等を熟知のうえ、上記の金額をもって見積します。 

 

  令和  年   月    日 

 

  兵庫県契約担当者 

    兵庫県知事 様 

 
 
 
                   住    所 
 
                   商号又は名称 
 
                   代表者氏名                  
 

電 話 番 号                 
 

メールアドレス   



 

委任状 
 
 
入札公告されている 県庁WANパソコン等一式（賃貸借）について、私は下表に記載した者

に入札及び見積に関する一切の権限を委任します。 
 

 
 

令和    年   月    日 
 

兵 庫 県 
契約担当者 兵庫県知事 様 

 

 

 

                住    所 

 

                商号又は氏名 

 

                代表者氏 名           印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《連絡先》 

 

部 署 名：                 

 

職・氏名：                 

 

電    話：    －    －     

部署名・職名 氏
ふり

 名
がな

 

  

執 行 者 立 会 人

確 認 書 類

※上記太枠内は記入しないでください。



入 札 の 注 意 事 項（紙による入札の場合のみ）

１ 入札時の本人確認等について

入札会場において、顔写真付公的書類を提示していただき、本人確認を行います。

顔写真付公的書類（次のいずれか１つを持参してください。）

①運転免許証

②運転経歴証明書（平成 24 年４月１日以降交付のもの）

③旅券（パスポート）

④個人番号カード（マイナンバーカード）

⑤在留カード・特別永住証明書

⑥官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳（身体障害者手帳等） 等

(1) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（様式第２号）（以下「参加申込書」

という。）の「代表者名」に記入した者が入札する場合

参加申込書の「代表者名」に記入した者の本人確認を行います。

なお、参加申込書の「３ 本件入札に当日参加し、権限を行使する者」の記入は不要です。

(2) 参加申込書の「３ 本件入札に当日参加し、権限を行使する者」に記入した者が入札する

場合

「３ 本件入札に当日参加し、権限を行使する者」に記入した者の本人確認を行います。

なお、委任状の提出は不要です。

(3) 参加申込書の代表者名欄に記入した者が入札する予定であったが、急遽変更となる場合又

は参加申込書の「３ 本件入札に当日参加し、権限を行使する者」に記入した者から急遽別

の者に変更となる場合

入札執行者に連絡のうえ、入札前までに県指定様式の委任状（押印あり）を提出してくだ

さい。

入札会場では、委任を受けた者の本人確認を行います。

２ 入札書について

(1) 入札書は、同封の「物品入札書」及び「物品入札書【再入札用】」を用意してください。

うち、「物品入札書」には金額を記入してください（第１回入札用）。

「物品入札書【再入札用】」には金額欄を未記入としてください（再入札用）。

(2) 入札金額は、契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を記入してください。

【賃貸借の場合】・・・１箇月あたりの賃貸借料（消費税及び地方消費税相当額を含

めない額）

※ 入札金額を訂正した入札書は無効となります。

３ 見積書について

見積書は入札が不調になった場合に、希望者と協議を行う際に使用するものです。

入札時に誤って見積書を提出しないようご注意願います。

※ 見積書提出日が再入札日と異なる場合は、開始前に再度本人確認を行います。

４ 消費税及び地方消費税（相当額）について

入札書・見積書には、消費税及び地方消費税（相当額）は記入しないでください。

※ 消費税及び地方消費税（相当額）は契約の段階で加算します。



提出書類等の注意事項 
 

 下記に示す書類を、持参により提出して下さい。ただし、１～４については、兵庫県電子入札共同運営

システム（以下「電子入札システム」という。）による提出が可能です（ただし、土曜日、日曜日及び祝日

を除く）。 

 

１ 入札参加申込み（期限：令和８年３月10日（火）午後４時） 

① 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書 

② 物品関係入札参加資格審査結果通知書の写し 

③ 返信用封筒（110円切手を添付の上、宛先を明記すること。） 

  ただし、電子入札システムの利用による入札（以下「電子入札」という。）の場合は、同システムによ

り申請を行ってください。このとき、提出書類等の添付ファイルとして、担当者の氏名、連絡先電話・

ＦＡＸ番号の分かるファイル（書式・ファイル形式は問いません。）を添付してください。一般競争入札

参加資格の確認結果については、同システムにより通知します。 

 

２ 仕様確認を求める書類等及び仕様書の質問について（期限：令和８年３月23日（月）午後４時） 

  質問の提出期限については、上記のとおりとします。 

① 仕様確認申込書 

② 仕様に適合していることを確認できる製品カタログ等 

質問がある場合は、「仕様等に関する質問書」を提出願います。 

提出方法は、上記１と同じです。 

電子入札システムにより提出する場合は、令和８年３月10日（火）の参加申込期限までに、「証明書

等／提案書等」提出機能で、内訳書及びカタログ等のファイルを添付して送信することにより行って

ください。 

なお、添付されるファイルの合計容量が１ＭＢ以下でお願いします。送信できない場合は、出納局

物品管理課まで連絡願います。 

 

３ 開札日時・場所：令和８年４月６日（月）午後２時30分  

兵庫県庁１号館１階入札室（電子入札の場合を除く。） 

①  一般競争入札参加資格確認通知書の写し 

②  入札書 ２通（１回目入札用、再入札用） 

③  出席者の本人確認書類（免許証、パスポート、マイナンバーカードその他官公庁が発行した顔写真

付公的書類） 

※ 郵送の場合は令和８年４月３日（金）午後５時までに①、②（１回目入札用）の書類を提出して

ください。 

＜電子入札の場合＞ 

 電子入札書提出期間：令和８年３月30日（月）午後５時から 

令和８年４月６日（月）午後２時30分まで（土曜及び日曜日を除く。） 

 

４ 再入札について 

  １回目の入札に付し予定価格を超過していた場合、入札者又はその代理人の全てが立ち会っている場

合には、直ちに再入札に移行します。  

  ただし「電子入札システム」による入札参加者がある場合は、再入札日時は 令和８年４月13日（月）

午後２時30分を予定しております。 

 なお、郵送での入札参加がある場合には、再入札の日程については、別途設定し、１回目の入札終了後

ご連絡させていただきます。 

入札日と異なる日に実施する場合には再度、出席者の本人確認を行います。 

 

５ 契約時（落札業者のみ） 

書面又は電子署名サービスを利用した電子契約（以下「電子契約」という。）のいずれかにより作成し

ます。 



ア 書面の契約書の場合 

物品管理課で準備する２通の契約書に記名・押印してください。 

イ 電子契約の場合 

落札後、電子契約利用同意書を電子メールにより提出してください。 

提出後、電子契約の確認依頼が電子メールで届きますので、電子契約サービスにより契約書に電

子署名を行ってください。 

   本契約と同時に、契約金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額に契約期間

72箇月を乗じた額）の100分の10以上の額の契約保証金を納付してください。ただし、保険会社との間

に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結しその保険証書を契約保証金に代えて提出する場合、 

  「様式８（第５の16関係）誓約書（契約保証金の免除についての誓約書）」を提出する場合、契約金

額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額に契約期間72箇月を乗じた額）が200

万円以下の場合等は、契約保証金を免除します。 

 

※ この注意事項はあくまでも入札希望者の便宜を図るために作成したものですので、各入札者におい

ては、入札公告・入札説明書・仕様書等を熟読の上、必要書類の作成及び提出をしてください。 

 

 

 

○ 入札に関する質問先：【契約事務担当者】 兵庫県出納局物品管理課物品班 永嶺 

ＴＥＬ：０７８－３４１－７７１１(内線７５７８３）  ＦＡＸ：０７８－３６２－３９２８ 

メールアドレス：Eiko_Nagamine@pref.hyogo.lg.jp 

○ システムに関する質問先：【兵庫県物品調達ヘルプデスク】 

ＴＥＬ：０１２０－５５４－５３８  平日（月曜～金曜日）の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く） 



 

賃 貸 借 契 約 書（案） 

兵庫県（以下「甲」という。）と                    （以下「乙」という。）と

は、県庁WANパソコン等一式（以下「物件」という。）の賃貸借について、次の条項に従うほか、関係法令

を遵守し、信義誠実の原則を守り、これを履行するものとする。 

 

（対象物件及び設置場所） 

第１条 甲は、乙から別表の物件を賃借し、乙は、甲に当該物件を賃貸する。 

２ 物件及び設置場所は、別表記載のとおりとする。 

（賃貸借期間） 

第２条 賃貸借期間は、令和８年11月１日（日）から令和14年10月31日（日）までとする。 

（賃貸借料） 

第３条 賃貸借料は、月額金      円（うち消費税及び地方消費税の額金      円）とす

る。ただし、賃貸借期間中に１か月未満の端数を生じた月、又は乙の責に帰すべき理由により物件を

使用できなかった月の賃貸借料は、日割計算により算出するものとする。なお、当該金額に１円未満

の端数を生じるときは、その金額を切り捨てるものとする。 

（賃貸借料の請求） 

第４条 乙は、毎月１０日までに前月分の賃貸借料を甲に請求するものとする。 

（賃貸借料の支払） 

第５条 甲は、前条の規定により乙から正当な請求書を受理した日から３０日以内に賃貸借料を乙に支払

うものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。 

（契約保証金） 

第６条 契約保証金は、金        円とする。 

（秘密の保持） 

第７条 乙は、この契約の履行に関して直接又は間接に知り得た秘密を他人に漏らし、又は他の目的に使

用してはならない。なお、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

２ 乙は、甲から提供された資料、原票等（以下「資料等」という。）については、甲の承諾なくして複写

又は複製をしてはならない。また、この契約の履行中においては、資料等を善良なる管理者の注意をも

って保管するとともに、使用後は速やかに甲に返還するものとする。 

（個人情報の保護） 

第８条 乙は、この契約を履行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」

を守らなければならない。 

（セキュリティ対策） 

第９条 乙は、この契約の履行における情報セキュリティ対策のために、別記「兵庫県情報セキュリティ

対策指針」及びその実施手順を守らなければならない。 

２ 甲は、乙が前項の規定に違反し甲に損害を与えたときは、乙に対して損害の賠償を請求することがで

きる。 

３ 甲は、セキュリティ対策の実施状況確認のため、随時に、調査し、若しくは必要な報告を求め、又は

セキュリティ対策に関して乙に改善を求めることができる。 

（権利、義務の譲渡禁止） 

第 10条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただ

し、甲の書面による承認を受けた場合は、この限りでない。 

（委託の禁止） 

第 11条 乙は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

２ 前項における主体的部分とは、この契約における総合的な企画及び判断並びに管理部分をいう。 

３ 乙は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせ（以下「一部委託」という。）てはならない。



ただし、あらかじめ一部委託の相手方の住所、氏名及び一部委託を行う業務の範囲等（以下「一部委託

に関する事項」という。）を記載した一部委託の必要性がわかる書面を甲に提出し、甲の書面による承認

を得た場合は、乙は、甲が承認した範囲の業務を第三者（以下「承認を得た第三者」という。）に一部委

託することができる。 

４ 前項ただし書きにより甲が承認した場合には、承認を得た第三者も、前項の義務を負うものとし、乙

は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。その後に承認を

得た第三者についても、同様とする。 

５ 乙は、この契約の一部を一部委託先から、さらに第三者に再委託させる場合（２次委託）には、甲に

対し、当該第三者の一部委託に関する事項を記載した書面を提出し、甲の書面による承認を受けなけれ

ばならない。なお、３次委託以降も同様とする。 

６ 一部委託する相手方の変更等を行おうとする場合には、乙は、改めて一部委託に関する事項が記載さ

れた書面を提出し、甲の承認を受けなければならない。 

７ 乙は、この契約の一部を一部委託する場合には、一部委託した業務に伴う承認を得た第三者の行為に

ついて、甲に対し全ての責任を負うものとする。 

（使用及び管理） 

第 12条 甲は、善良な管理者の注意をもって物件を使用及び管理するものとする。 

（物件の維持及び費用） 

第 13条 乙は、甲から故障の通知があったときは、遅滞なく乙の責任において、物件が良好な状態で稼動

できるよう必要な費用を負担して修理するものとし、設置場所での修理が困難な場合は、修理期間中無

償で代替機と交換するものとする。ただし、甲の責に帰すべき理由によってその修理又は交換が必要に

なったときは、この限りでない。 

２ 甲は、物件の修理が必要である場合において、次に掲げるときは、その修理をすることができるもの

とする。 

（１）乙が、前項に規定する通知があってから相当の期間内に必要な修理をしないとき。 

（２）急迫の事情があるとき。 

３ 前項の場合において、甲は、その修理に要した費用を支出したときは、乙に対してその費用の償還を

請求できるものとする。ただし、甲の責に帰すべき理由によってその修理が必要になったときは、この

限りでない。 

（所有者の表示） 

第 14条 乙は、物件に自己の所有である旨の表示を付することができる。 

（保険） 

第 15条 乙は、物件につき乙の費用で動産総合保険を付保するものとする。 

（履行遅滞の場合の違約金） 

第 16条 乙は、その責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないときは、契約の履行

期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額（月額賃貸借料金×契約月数）につき年 10.75％

の割合で計算した額を違約金として甲に納めなければならない。 

（損害賠償） 

第 17条 乙は、甲が故意又は重大な過失によって物件に損害を与えたときは、その賠償を甲に対して請求

できるものとする。ただし、甲が物件を修理し、又は乙が動産総合保険で補償された場合は、その範囲

内において甲は賠償の責を負わないものとする。 

（搬入・搬出料金） 

第 18条 物件の搬入及び搬出に要する費用は、乙の負担とする。 

（甲の通知義務） 

第 19条 甲は、物件について改造又は仕様の変更をしようとするときは、乙に事前に書面で通知し、その

承諾を得るものとする。 

２ 甲は、物件について盗難、滅失、損傷等の事故が発生したときは、遅滞なく乙に通知するものとする。 



（物件の返還） 

第 20条 甲は、契約期間が満了したときは、設置場所において物件を乙に返還するものとする。 

２ 前項の場合において、甲は、物件を受け取った後にこれに生じた損傷（通常の使用及び収益によって

生じた物件の損耗並びに物件の経年劣化を除く。）があるときは、その損傷を原状に復さなければならな

い。ただし、その損傷が甲の責に帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。 

（契約の解除） 

第 21条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては相当の期間を定めてその履行の催告を

し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した

時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでな

い。 

（１）契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められ

るとき。 

（２）乙又はその代理人その他の使用人が検査を妨げたとき。 

第 21条の２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちにこの契約を解除すること

ができる。 

（１）法令の規定により、営業に関する許可を取り消され、又は営業の停止を命じられたとき。 

（２）乙又はその代理人が、関係法令又は契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができな

い、又は契約を継続することが適当でないと認められるとき。 

（３）乙又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約

の入札に関して地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第２項第２号に該当すると認

めたとき。 

第 21条の３ 甲は、第 21条各号又は前条各号に規定する場合が甲の責に帰すべき理由によるものである

ときは、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

２ 甲は、翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る予算の減額又は削除があったときは、こ

の契約を解除することができる。 

３ 甲は、前２条及び前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することがで

きる。 

４ 前２条の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても、乙は、甲に対してその損害の賠償を請

求することはできない。 

５ 第２項又は第３項の規定により契約が解除された場合に、乙に損害が生じたときには、乙は、甲に対

してその損害の賠償を請求することができる。 

６ 前２条の規定により、この契約を解除した場合においては、乙は、次の各号による金額を違約金とし

て甲の指定する期限までに甲に納付しなければならない。ただし、この契約を解除した場合が、この契

約及び取引上の社会通念に照らして乙の責に帰することができない理由によるものであるときは、この

限りでない。 

（１）賃貸借開始日前に解除した場合には、契約金額の 10分の１に相当する額。 

（２）賃貸借開始日以降に解除した場合には、当該解除日の翌日から本契約期間の満了日までの期間に対

する契約金額の 10分の１に相当する額。 

７ 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、

当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 

８ 甲は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知するものとす

る。 

（暴力団等の排除） 

第 22条 甲は、次条第１号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者（以下「暴力団等」

という。）であると判明したときは、特別の事情のある場合を除き、契約を解除するものとする。 

（１）暴力団排除条例（平成 22年兵庫県条例第 35号）第２条第１号に規定する暴力団及び第３号に規定



する暴力団員 

（２）暴力団排除条例施行規則（平成 23年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号に規定する暴力団及

び暴力団員と密接な関係を有する者 

２ 前条第４項及び第６項から第８項までの規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。 

（情報の利用） 

第 23条 甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。 

（１）乙が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。 

（２）前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講じるた

めに利用し、又は兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供すること。 

（警察の捜査への協力） 

第 24条 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求を受けたときは、甲

にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。 

（適正な労働条件の確保） 

第 25条 乙は、この契約における労働者の適正な労働条件を確保するため、別記「適正な労働条件の確保

に関する特記事項」を守らなければならない。 

（賠償の予約） 

第 26条 乙は、乙又はその代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、こ

の契約の入札に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約金額の 10分の２に相当する額を賠償

金として甲が指定する期限までに甲に支払わなければならない。物品の納入後も同様とする。 

（１）刑法（明治 40年法律第 45号）第 96条の６による刑が確定したとき。 

（２）刑法第 198条による刑が確定したとき。 

（３）公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54号。以

下「独占禁止法」という。）第 61条第１項の規定による排除措置命令を行ったとき。ただし、排除措置

命令に対し、行政事件訴訟法（昭和 37年法律第 139号）第３条第１項の規定により抗告訴訟を提起した

場合を除く。 

（４）公正取引委員会が、独占禁止法第 62条第１項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。ただし、

課徴金納付命令に対し、行政事件訴訟法（昭和 37年法律第 139号）第３条第１項の規定により抗告訴訟

を提起した場合を除く。 

（５）前２号の抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。 

２ 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超

過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 

（調査への協力） 

第 27条 甲は、この契約に係る甲の適正な予算執行を検証するため、必要があると認めた場合は、乙に対

し、甲が行う調査に必要な物品の出納に関する帳簿の閲覧又は情報の提供等の協力を要請することがで

きる。 

２ 乙は、甲から前項の要請があった場合は、特別な理由がない限りその要請に応じるものとし、この契

約の終了後も、契約終了日の属する県の会計年度を含む６会計年度の間は同様とする。 

（その他） 

第 28条 この契約に定めのない事項、又はこの契約に疑義のある場合は、財務規則（昭和 39年兵庫県規

則第 31号）によるほか、甲、乙協議の上、定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 



 

この契約の証として本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

ただし、本契約を契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録により締結する場合は、当事者に関する

電子署名を行い、各自その電磁的記録を保有する。  

 

 

 

 令和  年  月  日 

 

 

 

           甲  兵 庫 県   神戸市中央区下山手通５丁目 10番１号 

 

兵庫県知事   齋 藤 元 彦 

 

 

 

              乙  住    所 

                 商号又は名称 

                 代表者氏名 



数量

ソフトウェア

　納品場所：兵庫県本庁舎及び地方機関他　計290箇所（詳細は仕様書のとおり）

その他（設計構築、設置作業、保守等）

（別表）

型　式 メーカー品　目

ハードウェア
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11  

 (2) AI

12
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(1) ( 11 128 ) 

(2) ( 45 48 ) 

(3) 15 57  

(4)  
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1 

 

【適正な労働条件の確保に関する特記事項】 

（基本的事項） 

第１ 乙は、別表に掲げる労働関係法令（以下「労働関係法令」という。）を遵守することにより、次の各号の

いずれかに該当する労働者（以下「特定労働者」という。）に対する最低賃金法（昭和34年法律第137号）第

３条に規定する最低賃金額（同法第７条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条

の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。）以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働

条件を確保しなければならない。 

(1) 乙に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法（昭和22年法律第49号）第９条に規定

する労働者 （当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。） 

(2) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号。以下

「労働者派遣法」という。）の規定により、乙のためにこの契約に基づく業務に関わっている労働者（以下

「派遣労働者」という。）（当該業務に直接従事しない者を除く。） 

（受注関係者に対する措置） 

第２ 乙がこの契約に基づく業務の一部を第三者に行わせようとする場合の当該受託者及び当該契約に基づく

業務に派遣労働者を関わらせようとする場合の当該派遣契約の相手方（以下「受注関係者」という。）は、労

働関係法令を遵守することを誓約した者でなければならない。 

２ 乙は、前項の場合において、その契約金額（同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額）

が200万円を超えるときは、当該受注関係者から労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を徴取し、そ

の写しを甲に提出しなければならない。 

３ 乙は、受注関係者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受注関係者に対し、指導その他

の特定労働者（受注関係者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働者を含む。以下同じ）の

適正な労働条件を確保するために必要な措置を講じなければならない。 

４ 乙は、受注関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受注関係者と締結している契約を解除し

なければならない。 

(1) 乙に対し第４の第４項、第５の第３項若しくは第４項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした

とき。 

(2) 特定労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第４条第１項の規定に違反したとして、検察官に

送致されたとき。 

（特定労働者からの申出があった場合の措置） 

第３ 甲は、特定労働者から、乙又は受注関係者が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払っていな

い旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。 

２ 甲は、前項の場合においては、必要に応じ、乙に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報

告を求めることができる。 

３ 乙は、前項の報告を求められたときは、速やかに甲に報告しなければならない。 

４ 乙は、その雇用する特定労働者が第１項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、

解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。 

５ 乙は、第１項に規定する特定労働者が受注関係者に雇用されている場合において、第２項の報告を求めら

れたときは、当該受注関係者に対して確認を行い、当該確認の結果を甲に報告しなければならない。 

６ 乙は、受注関係者に雇用されている特定労働者が第１項に規定する申出をしたことを理由として、当該受

注関係者が当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないよう求めなければならない。 

７ 甲は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第３項、第５項、第４の第２項、第４項及び第５の各項の規

定による甲に対する報告により得た情報を提供することができる。 

（労働基準監督署から意見を受けた場合の措置） 

第４ 甲は、労働基準監督署から乙に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受

けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。 

２ 乙は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、甲が定める期日までに当該支払の状況

を甲に報告しなければならない。 

３ 甲は、労働基準監督署から受注関係者に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意

見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行う旨の指導を当該受注関

係者に行うことを求めるものとする。 



2 

 

４ 乙は、前項の規定により指導を行うよう求められたときは、同項の受注関係者に対して同項の賃金の支払

の状況の報告を求めるとともに、甲が定める期日までに当該報告の内容を甲に報告しなければならない。 

（労働基準監督署長等から行政指導があった場合の措置） 

第５ 乙は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の

違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を甲

に報告しなければならない。 

２ 乙は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置（以下「是正措置」という。）を行い、その

旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を甲に報告しなけれ

ばならない。 

３ 乙は、受注関係者が第１項の行政指導を受けた場合においては、当該受注関係者に対して速やかに当該行

政指導を受けたこと及びその対応方針について報告を求めるとともに、当該報告の内容を甲に報告しなけれ

ばならない。 

４ 乙は、前項の場合において、同項の受注関係者が是正措置を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基

準監督官に報告したときは、当該受注関係者に対して速やかに当該是正措置の報告を求めるとともに、当該

報告の内容を甲に報告しなければならない。 

（契約の解除） 

第６ 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 

(1) 乙が、甲に対し 第４の第２項、第５の第１項若しくは第２項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告

をしたとき。 

(2) 乙が、甲に対し 第４の第４項、第５の第３項若しくは第４項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告

をしたとき。（乙が、第２の第１項の誓約をした受注関係者に対して、第４の第３項に規定する指導及び第

４の第４項、第５の第３項又は第４項の規定による報告の求めを行ったにもかかわらず、当該受注関係者

が乙に対して当該報告をせず、又は虚偽の報告をしたときを除く。） 

(3) 特定労働者に対する賃金の支払について、乙又は受注関係者が最低賃金法第４条第１項の規定に違反し

たとして、検察官に送致されたとき。（乙が第２の第４項の規定により、当該受注関係者と締結している契

約を解除したときを除く。） 

（損害賠償） 

第７ 乙又は受注関係者は、第６の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、甲に対してその損

害の賠償を請求することはできない。 

（違約金） 

第８ 乙は、第６の規定により契約が解除された場合は、違約金を甲の指定する期限までに甲に支払わなけれ

ばならない。 
 

別表（第１関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働関係法令 

(1) 労働基準法（昭和22年法律第49号） 

(2) 労働組合法（昭和24年法律第174号） 

(3) 最低賃金法（昭和34年法律第137号） 

(4) 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号） 

(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113号） 

(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号） 

(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成5年法律第76号） 

(8) 労働契約法（平成19年法律第128号） 

(9) 健康保険法（大正11年法律第70号） 

(10) 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号） 

(11) 雇用保険法（昭和49年法律第116号） 

(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和44年法律第84号） 



誓 約 書

暴力団排除条例（平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という。）を遵守し、暴力団排

除に協力するため、下記のとおり誓約する。

記

１ 条例第２条第１号に規定する暴力団、又は第３号に規定する暴力団員に該当しないこと

２ 暴力団排除条例施行規則（平成23年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号に規定す

る暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと

３ 上記１及び２に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の

措置について異議を述べないこと

令和 年 月 日

兵庫県知事 様

住 所

会 社 名

代表者名

電 話

電子メール



誓 約 書

下記１の契約（以下「本契約」という。）に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確
保するため、下記２の事項を誓約する。

記
１ 契約名

県庁 WAN パソコン等一式（賃貸借）
２ 誓約事項

(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、
及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。

(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するとき
は、速やかに県へ報告を行うこと。
ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。
イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。
ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。

(3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせよ
うとする場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した
者を受託者とし、その契約金額（同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額。）
が 200 万円を超えるときは、この誓約書に準ずるものとして別に県が定める誓約書を提出さ
せ、その写しを県に提出すること。

(4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他
の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。

(5) 本契約に基づく業務において､次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約
金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。
ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
イ 最低賃金法第 4 条第 1 項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。

令和 年 月 日

兵庫県知事 様

所 在 地

名 称

代表者職氏名

電 話

電子メー ル

別表（誓約事項(1)関係）

労働関係法令

（１） 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）

（２） 労働組合法（昭和 24 年法律第 174 号）

（３） 最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）

（４） 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）

（５） 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47 年法律第 113 号）

（６） 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60 年法律第 88 号）

（７） 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成 5 年法律第 76 号）

（８） 労働契約法（平成 19 年法律第 128 号）

（９） 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)

（10） 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)

（11） 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)

（12） 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)



様式８（第５の 16 関係）

（誓約書）

誓 約 書

下記１の契約（以下「本契約」という。）に係る契約保証金の免除について、下記２

の事項を誓約する。

記

１ 契約名

県庁 WAN パソコン等一式（賃貸借）

２ 誓約事項

⑴ 次の契約について、すべて誠実に履行したこと。

契約履行年月日 契 約 名 契約金額 契約の相手方

⑵ 本契約についても、誠実に履行すること。

⑶ 上記⑴及び⑵に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が行

う一切の措置について異議を述べないこと。

令和 年 月 日

兵庫県知事 様

所 在 地

名 称

代表者職氏名

電 話

電子メー ル



様式８（第５の 16 関係）

（誓約書）

［留意事項］

誓約書の２⑴には、過去２年間（注１）に国（公社・公団を含む。）、地方公共団体

その他知事が指定する公共的団体（注２）とその契約と種類（注３）及び規模（注４）

をほぼ同じくする（注５）契約を数回以上（注６）にわたって締結し、履行したものの

みを記入すること。また、その契約実績が確認できる書類（契約書（変更契約書を含

む。）の写し、履行実績証明書等のいずれか）を添付すること。ただし、入札参加申込

時等に提出したものと同一のものであれば添付不要とする。

（注１）「過去２年間」とは、契約を締結しようとする日を起算日とする。

（注２）「その他知事が指定する公共的団体」とは、兵庫県住宅供給公社､兵庫県道路公社､兵

庫県土地開発公社又は国若しくは兵庫県が資本金､基本金その他これらに準ずるもの

の 2分の 1以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社をいう。

（注３）「種類」とは、次表のとおりとする。（例示）

区 分 種 類

物品関係役務の調

達契約

・製造の請負

・物件の買入れ、借入れ

・測量・建設コンサルタント等業務以外の役務の調達

（注４）「規模」とは、契約金額をいう。ただし、長期継続契約による場合は、契約書に月額

の記載があるときは、契約金額に 12 を乗じて得た金額とし、月額の記載がないときは、

契約総額を契約月数で除した額に 12 を乗じて得た金額を指すものとする。

（注５）「ほぼ同じくする」とは、契約予定金額の７割に相当する金額以上のものをいう。

（注６）「数回以上」とは、２回以上をいう。




